
『
名
古
屋
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
』
第
29
輯

二
〇
一
五
年
十
二
月

六
朝
僧
侶
故
事
探
求
―
志
怪
と
僧
伝
の
あ
い
だ

佐

野

　

誠

子

一

問
題
の
所
在

一
、
一

僧
伝
の
原
資
料
と
し
て
の
志
怪

六
朝
期
は
中
国
仏
教
の
揺
籃
期
で
あ
り
、
僧
侶
の
伝
記
集
が
編
ま
れ
、

仏
教
史
研
究
に
お
い
て
基
本
資
料
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
僧
侶
の
伝
記

集
は
、
各
種
資
料
を
参
照
し
て
編
ま
れ
た
。
現
存
最
古
の
僧
伝
で
あ
る

梁
・
慧
皎
『
高
僧
伝
』〔
天
監
十
八
年
（
五
一
九
）
の
成
立
〕
の
序
文
で

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
参
考
資
料
に
つ
い
て
の
情
報
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
中

で
志
怪
も
資
料
の
一
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る

（
1
）

。

宋
臨
川
康
王
劉
義
慶
の
『
宣
験
記
』
及
び
『
幽
明
録
』、
太
原
王
琰

の
『
冥
祥
記
』、
彭
城
劉
俊
の
『
益
部
寺
記
』、
沙
門
曇
宗
の
『
京

師
寺
記
』、
太
原
王
延
秀
の
『
感
応
伝
』、
朱
君
台
の
『
徴
応
伝
』、

陶
淵
明
の
『
捜
神
録
』
は
、
ど
れ
も
さ
ま
ざ
ま
な
僧
侶
に
つ
い
て
、

そ
の
風
采
と
能
力
を
叙
述
す
る
が
、
ど
れ
も
附
け
足
し
と
し
て
で

あ
り
、
脱
落
し
た
部
分
が
極
め
て
多
い
。

宋
臨
川
康
王
義
慶
『
宣
驗
記
』
及
『
幽
明
錄
』、
太
原
王
琰
『
冥
祥
記
』、
彭

城
劉
俊
『
益
部
寺
記
』、
沙
門
曇
宗
『
京
師
寺
記
』、
太
原
王
延
秀
『
感
應

傳
』、
朱
君
臺
『
徵
應
傳
』、
陶
淵
明
『
搜
神
錄
』、
並
傍
出
諸
僧
、
叙
其
風

素
、
而
皆
是
附
見
、
亟
多
疎
闕
。

こ
の
よ
う
に
、
各
種
資
料
の
中
で
も
『
宣
験
記
』
や
『
幽
明
録
』
と

い
っ
た
書
は
、
脱
落
が
多
い
と
二
次
的
な
資
料
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て

い
る
。

志
怪
と
僧
伝
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
僧
伝
の
側
か
ら
史
料
と
し
て
の

利
用
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
志
怪
が
な
ぜ
僧
侶
の
話
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を
し
る
し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

一
、
二

幾
つ
か
の
パ
タ
ー
ン

志
怪
に
お
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
僧
伝
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
な
僧
侶
に
つ
い
て
の
話
か
ら
、
名
前
が
し
る
さ
れ
な
い
僧
侶
の
話

ま
で
あ
る
。

⋆

有
名
僧
侶

⋄

僧
伝
に
と
ら
れ
る
（
志
怪
と
話
が
一
致
）

⋄

僧
伝
に
と
ら
れ
る
（
志
怪
の
話
は
伝
の
一
部
あ
る
い
は
内
容
が

違
う
）

⋄

僧
伝
に
と
ら
れ
な
い

⋆

無
名
僧
侶
（
僧
伝
に
と
ら
れ
な
い
）

志
怪
は
、『
隋
志
』
で
は
史
部
雑
伝
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

怪
異
を
テ
ー
マ
と
し
た
雑
伝
書
の
一
種
で
あ
る

（
2
）

。
し
か
し
、
孝
子
や
神

仙
と
い
っ
た
他
テ
ー
マ
の
雑
伝
書
と
違
い
、
志
怪
に
お
い
て
は
、
無
名

の
人
物
に
つ
い
て
も
事
跡
が
し
る
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
、
志

怪
に
お
け
る
僧
侶
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
た
め
、
志
怪
に
は
先
述
し

た
よ
う
に
名
前
の
な
い
僧
侶
の
記
録
が
あ
る
の
だ
。

ま
た
、
志
怪
の
僧
侶
故
事
が
『
高
僧
伝
』
に
と
ら
れ
て
い
る
場
合
、
長

大
な
事
跡
が
あ
る
中
で
の
一
つ
の
事
件
が
断
片
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
も
、
志
怪
に
収
録
さ
れ
る
よ
う
な
話
が
あ
っ

て
か
ら
名
声
を
得
た
と
い
う
考
え
方
も
可
能
で
あ
る
し
、
逆
に
、
無
名

の
僧
侶
の
故
事
と
し
て
あ
っ
た
も
の
が
、
名
前
の
あ
る
僧
侶
の
事
跡
の

一
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

そ
の
他
、『
高
僧
伝
』
に
は
、
志
怪
に
あ
る
話
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
僧

伝
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
志
怪
か
ら
価

値
を
見
い
だ
さ
れ
採
録
さ
れ
（
続
け
）
た
の
で
あ
ろ
う

（
3
）

。
ま
た
、
逆
に
、

名
前
が
し
る
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、『
高
僧
伝
』
な
ど
の
僧
伝
に

は
と
ら
れ
な
か
っ
た
僧
侶
も
い
る
。

中
国
仏
教
史
は
、『
魏
書
』
釈
老
志
や
『
高
僧
伝
』
に
よ
っ
て
記
述
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
志
怪
に
も
こ
れ
ら
の
資
料
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
な
い
僧
侶
達
が
お
り
、
彼
ら
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
仏
教
史
研
究

に
と
っ
て
も
、
よ
り
在
野
に
近
い
（
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
仏
教

の
あ
り
方
を
探
求
す
る
た
め
に
は
、
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

本
稿
は
、
僧
伝
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
な
く
、
僧
侶
全
般
を
み
よ
う

と
す
る
と
き
、
志
怪
資
料
に
存
在
す
る
僧
侶
が
、
い
か
な
る
経
緯
で
志

怪
に
し
る
さ
れ
た
の
か
及
び
し
る
さ
れ
た
意
味
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
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す
る
も
の
で
あ
る
。

二

六
朝
志
怪
に
お
け
る
仏
教
の
影
響

二
、
一

各
志
怪
に
お
け
る
仏
教
影
響
の
濃
度
差

先
に
、
六
朝
志
怪
毎
の
仏
教
の
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
簡
単
な
整
理

を
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、『
列
異
伝
』
や
『
捜
神
記
』
な
ど
東
晋
の
は

じ
め
頃
ま
で
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
志
怪
に
は
、
明
ら
か
な
仏
教

の
影
響
を
受
け
た
話
は
な
い
。
仏
教
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
、
晋
・
荀
氏
『
霊
鬼
志
』
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
劉
宋
・
陶

淵
明
『
捜
神
後
記
』、
劉
宋
・
劉
義
慶
『
幽
明
録
』、
劉
宋
・
劉
敬
叔
『
異

苑
』
等
に
は
一
部
仏
教
と
関
わ
り
の
あ
る
話
が
あ
り
、
僧
侶
に
関
す
る

話
も
数
話
づ
つ
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、『
幽
明
録
』
の
著
者
で
あ
る
劉
義

慶
は
、
晩
年
仏
教
に
傾
倒
し
、『
宣
験
記
』
を
編
纂
さ
せ
た
。
さ
ら
に
は
、

梁
の
王
琰
は
『
冥
祥
記
』
を
編
み
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
志
怪
を
集
大
成

し
た

（
4
）

。
こ
の
ほ
か
、
仏
教
の
信
仰
者
を
中
心
に
語
ら
れ
た
観
世
音
応
験

譚
を
集
め
た
『
観
世
音
応
験
記
』

（
5
）

に
お
い
て
も
、
僧
侶
に
関
す
る
話
が

多
く
あ
る
。

全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
後
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
仏
教
色
が

強
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
み
え
る
が
、
す
べ
て
の
志
怪
が
仏
教
に
関
わ

る
話
を
採
録
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
斉
・
祖
沖
之
『
述
異
記
』
や
、
劉

宋
・
東
陽
无
疑
『
斉
諧
記
』
な
ど
に
は
、
直
接
仏
教
に
関
連
す
る
話
を

見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
志
怪
は
、『
観
音
応
験
記
』
を
除
け
ば
、
原
本
の
内
容
・
構

成
が
残
っ
て
い
る
も
の
が
な
い
。『
捜
神
記
』
や
『
異
苑
』
な
ど
は
、
明

末
に
再
編
本
が
あ
る
。
そ
れ
ら
以
外
は
魯
迅
輯
『
古
小
説
鉤
沈
』
で
各

類
書
か
ら
の
佚
文
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

『
冥
祥
記
』
は
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
に
関
す
る
怪
異
譚
を
集
大
成
し
た

書
で
あ
り
、
僧
侶
の
話
が
全
体
の
過
半
を
占
め
、『
高
僧
伝
』
と
も
か
な

り
の
重
複
が
あ
る

（
6
）

。『
冥
祥
記
』
内
の
僧
侶
故
事
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る

と
な
る
と
、
問
題
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
し
ま
う
た
め
、
別
稿
を
し
る
す

こ
と
と
し

（
7
）

、
本
稿
で
は
、『
霊
鬼
志
』、『
幽
明
録
』、『
捜
神
後
記
』、『
宣

験
記
』、『
異
苑
』
を
中
心
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
二

僧
侶
の
弁
別

志
怪
に
お
け
る
記
述
に
お
い
て
、『
高
僧
伝
』
な
ど
に
名
前
の
あ
る
人

物
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
確
実
に
仏
教
者
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
志
怪

に
お
い
て
は
、
僧
侶
の
こ
と
を
、
道
人
、
沙
門
、
僧
な
ど
と
呼
ぶ
。
こ

の
う
ち
沙
門
、
僧
は
原
則
仏
教
僧
の
み
に
使
わ
れ
る
が
、
道
人
の
語
は
、

仏
教
僧
と
は
限
ら
な
い

（
8
）

。
そ
の
場
合
、
話
の
内
容
に
よ
っ
て
仏
教
僧
で

あ
る
か
否
か
を
弁
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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そ
し
て
、
そ
の
弁
別
は
時
に
困
難
で
あ
る
。

先
に
干
宝
『
捜
神
記
』
は
、
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
志
怪
で

あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
以
下
の
話
に
つ
い
て
は
、
僧
侶
と
は
し
る
さ

れ
な
い
も
の
の
、
西
方
（
天
竺
）
か
ら
人
物
の
術
に
つ
い
て
を
記
述
し

て
い
る
。

『
捜
神
記
』
巻
二

（
9
）

永
嘉
年
間
（
晋
・
懐
帝
＝
三
〇
七
―
三
一
二
）
中
に
、
天
竺
の
胡

人
が
江
南
（
長
江
の
南
）
に
渡
っ
て
き
た
。
言
葉
は
通
訳
を
通
し

て
や
っ
と
理
解
が
で
き
た
。
こ
の
胡
人
は
い
く
つ
か
の
術
が
使
え
、

舌
切
り
の
術
、
切
っ
た
も
の
を
繋
げ
る
術
、
火
吹
き
の
変
化
の
術

が
で
き
た
。
そ
の
場
に
い
た
男
女
が
集
ま
っ
て
一
緒
に
見
物
を
し

た
。
舌
切
り
の
術
は
、
ま
ず
は
舌
を
出
し
て
客
人
に
示
し
た
あ
と
、

刀
で
舌
を
切
り
、
流
れ
る
血
が
地
面
を
お
お
っ
た
。
そ
し
て
、
舌

を
器
に
入
れ
た
あ
と
、
手
渡
し
で
人
々
に
示
し
た
。
見
て
み
る
と
、

舌
の
先
っ
ぽ
半
分
が
あ
り
、
口
の
中
を
み
れ
ば
、
残
り
半
分
の
舌
だ

け
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
舌
を
も
ど
し
て
口
の
中
に
入

れ
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
、
舌
を
出
し
て
人
に
示
す
。
観
客
が

見
る
と
、
舌
は
も
と
の
よ
う
に
戻
っ
て
い
て
、
本
当
に
舌
が
切
れ

た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
切
っ
た
も
の
を
繋
げ
る

術
は
、
絹
の
布
を
手
に
取
っ
て
人
に
見
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
端
を
持

た
せ
て
、
一
刀
両
断
に
す
る
。
そ
う
や
っ
て
二
つ
に
な
っ
た
も
の

を
手
に
取
り
、
く
っ
つ
け
て
ま
じ
な
い
の
言
葉
を
か
け
る
と
、
つ

な
が
り
、
前
の
絹
布
と
変
わ
り
な
く
元
通
り
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い

た
。
当
時
の
人
々
は
、
ご
ま
か
し
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、

こ
っ
そ
り
と
調
べ
て
み
た
が
、
や
は
り
繋
げ
た
も
の
は
、
先
の
絹

布
で
あ
っ
た
。
火
吹
き
の
術
は
、
先
に
薬
が
器
の
中
に
あ
り
、
薬

ひ
と
か
け
を
取
っ
て
、
き
び
砂
糖
を
口
に
含
ん
で
、
何
回
か
吹
く

と
、
口
が
膨
ら
み
、
火
が
口
の
中
に
満
ち
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ

こ
で
、
熱
い
と
こ
ろ
に
火
を
つ
け
る
と
、
火
が
燃
え
さ
か
る
の
だ
っ

た
。
ま
た
、
紙
や
縄
の
た
ぐ
い
を
火
の
中
に
く
べ
て
、
み
ん
な
で

見
た
と
こ
ろ
、
完
全
に
燃
え
て
焼
き
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で

灰
の
中
を
あ
さ
っ
て
、
取
り
出
し
て
み
る
と
、
さ
き
ほ
ど
の
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
術
を
使
え
る
人
物
は
、
一
人
で
は
な
か
っ

た
。
当
時
、
世
の
中
が
多
い
に
乱
れ
、
建
安
郡
（
福
建
省
建
甌
市
）

の
霍
山

（
10
）

が
世
を
避
け
る
の
に
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
東
冶
（
建
安

郡
の
別
称
）
に
行
き
、
そ
の
後
の
行
方
は
わ
か
ら
な
い
。

永
嘉
年
中
、
有
天
竺
胡
人
來
渡
江
南
。
言
語
譯
道
而
後
通
。
其
人
有
數
術
、

能
斷
舌
、
續
斷
、
吐
火
變
化
。
所
在
士
女
聚
共
觀
試
。
其
將
斷
舌
、
先
吐

以
示
賓
客
、
然
後
刀
截
、
流
血
覆
地
。
乃
取
置
器
中
、
傳
以
示
人
。
視
之
、

舌
頭
半
舌
、
觀
其
口
内
、
唯
半
舌
在
。
既
而
還
取
含
之
、
坐
有
頃
、
吐
已
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示
人
。
坐
人
見
舌
還
如
故
、
不
知
其
實
斷
不
也
。
其
續
斷
、
取
絹
布
與
人
、

各
執
一
頭
、
對
翦
一
斷
之
。
已
而
取
兩
段
、
合
持
祝
之
、
則
復
還
連
、
絹

與
舊
無
異
故
一
體
也
。
時
人
多
疑
以
爲
幻
作
、
乃
陰
而
試
之
、
猶
是
所
續

故
絹
也
。
其
吐
火
者
、
先
有
藥
在
器
中
、
取
一
片
、
與
黍

含
之
、
再
三

吹
吁
、
已
而
張
口
、
火
滿
口
中
。
因
就
爇
處
取
以
爨
之
、
則
便
火
熾
也
。

又
取
書
紙
及
繩
縷
之
屬
投
火
中
、
衆
詳
共
視
、
見
其
燒
然
、
消
糜
了
盡
。

乃
撥
灰
中
、
舉
而
出
之
、
故
是
向
物
。
如
此
幻
術
、
作
者
非
一
。
時
天
下

方
亂
、
云
建
安
霍
山
可
以
避
世
、
乃
入
東
冶
、
不
知
所
在
也
。

こ
の
話
は
、『
藝
文
類
聚
』
巻
十
七
や
『
太
平
御
覧
』
巻
三
百
六
十
七
、

巻
七
百
三
十
七
に
『
捜
神
記
』
か
ら
と
し
て
短
い
話
が
入
っ
て
い
る
。

そ
の
他
、『
法
苑
珠
林
』
巻
六
十
一
及
び
巻
七
十
六
に
も
出
処
を
示
さ
な

い
で
同
内
容
が
載
っ
て
い
る
。
と
く
に
、『
法
苑
珠
林
』
巻
七
十
六
に
み

え
る
文
章
の
み
、
冒
頭
部
の
「
言
語
譯
道
而
後
通
」
及
び
末
尾
の
「
如

此
幻
術
作
者
非
一
。
時
天
下
方
亂
、
云
建
安
霍
山
可
以
避
世
、
乃
入
東

冶
、
不
知
所
在
也
」
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
が
本
来
の
干

宝
『
捜
神
記
』
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
判
断
が
難
し
い
。
ち
な
み
に
、

こ
の
話
を
他
の
書
籍
か
ら
と
し
て
引
用
し
て
い
る
類
書
は
な
い
。
そ
の

た
め
暫
定
的
に
こ
の
本
文
に
従
う
。

こ
の
よ
う
な
、
西
域
か
ら
来
た
術
を
使
え
る
人
物
の
記
録
が
あ
る
の

は
志
怪
に
か
ぎ
ら
な
い
。『
法
苑
珠
林
』
巻
六
十
一
に
は
、
范
曄
『
後
漢

書
』、『
後
魏
書
』、『
十
六
国
春
秋
』
か
ら
も
同
じ
よ
う
な
幻
術
を
使
う

西
域
人
の
記
錄
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
術
士
で
は
、
僧
侶
で
あ
る
と
い
う
明
記
は
な
さ

れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
荀
氏
『
霊
鬼
志
』
第
一
七
条
に
は
次
の
よ
う
な

話
が
あ
る
。

太
元
十
二
年
（
晋
・
孝
武
帝
＝
三
八
七
）
の
こ
と
、
外
国
か
ら
来
た

道
人
が
い
た
。
道
人
は
刀
を

　

の呑

　

み
こ
ん
で
は
火
を
吐
い
た
り
、
宝

石
や
金
銀
を
吐
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
本
人
が
言
う
こ
と
に
は
、

術
を
教
わ
っ
た
の
は
、
普
通
の
人
か
ら
で
、
沙
門
か
ら
で
は
な
い

と
い
う
。
昔
、
道
を
歩
い
て
い
る
と
き
、
荷
を
か
つ
い
で
運
ぶ
人

に
出
会
っ
た
。
荷
物
の
上
に
小
さ
な
篭
を
の
せ
て
お
り
、
そ
れ
は

一
升
余
り
の
穀
物
を
入
れ
ら
れ
る
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
か

つ
い
で
い
る
人
に
話
か
け
た
。「
私
は
歩
い
て
も
う
疲
れ
た
か
ら
、

君
の
荷
物
に
の
せ
て
行
っ
て
も
ら
い
た
い
の
だ
が
」。
運
び
屋
は
非

常
に
不
思
議
に
思
い
、
気
が
お
か
し
く
な
っ
た
人
な
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
、「
い
い
で
す
け
れ
ど
、
ど
こ
に
体
を
置
く

ん
で
す
か
い
」
と
尋
ね
た
。「
許
し
て
も
ら
え
る
な
ら
、
君
の
そ
の

篭
の
中
に
入
り
た
い
ん
だ
が
」。
運
び
屋
は
い
よ
い
よ
不
思
議
だ
と

思
っ
た
。「
篭
の
中
に
入
れ
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
り
ゃ
あ
神
さ
ま

で
す
な
」。
荷
物
を
降
ろ
す
と
、
道
人
は
篭
の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
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た
。
篭
が
大
き
く
な
っ
た
訳
で
も
な
く
、
道
人
が
小
さ
く
な
っ
た

の
で
も
な
い
。
荷
物
を
か
つ
ぐ
と
そ
れ
ま
で
よ
り
も
重
く
な
っ
て

も
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
数
十
里
の
道
を
歩
い
て
か
ら
、
木
の
下

で
休
ん
で
、
食
事
を
し
よ
う
と
し
た
。
運
び
屋
は
道
人
に
一
緒
に

食
事
を
し
よ
う
と
呼
び
か
け
た
が
、
道
人
は
、「
私
も
自
分
で
食
事

を
持
っ
て
ま
す
か
ら
」。
と
言
い
、
篭
か
ら
出
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

道
人
は
篭
の
中
に
留
ま
っ
た
ま
ま
で
、
食
べ
物
飲
み
物
食
器
を
並

べ
、
豪
華
な
食
事
を
用
意
し
た
。
逆
に
運
び
屋
を
呼
ん
で
、
一
緒

に
食
事
を
し
た
。
半
分
も
食
べ
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
道
人
は
運

び
屋
に
言
っ
た
。「
妻
と
一
緒
に
食
事
を
し
よ
う
」。
す
ぐ
に
、
口

か
ら
女
を
吐
き
だ
し
た
。
年
齢
は
二
十
歳
ほ
ど
、
服
装
も
容
貌
も

非
常
に
美
し
か
っ
た
。
二
人
は
一
緒
に
食
事
を
し
た
。
食
事
が
終

わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
夫
の
方
は
横
に
な
っ
て
寝
て
し
ま
っ

た
。
す
る
と
、
妻
が
運
び
屋
に
話
し
か
け
た
。「
私
に
は
愛
人
が
い

る
の
。
一
緒
に
食
事
を
し
た
い
ん
だ
け
れ
ど
、
夫
が
目
を
覚
ま
し

て
も
、
告
げ
口
し
な
い
で
ち
ょ
う
だ
い
ね
」。
す
る
と
、
口
か
ら
若

い
男
を
出
し
、
一
緒
に
食
事
を
し
た
。
篭
の
中
に
三
人
が
い
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
大
き
さ
は
ま
た
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く

し
て
、
夫
が
動
き
出
し
、
目
を
覚
ま
し
そ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と
、

妻
は
愛
人
を
口
の
中
に
入
れ
た
。
夫
が
起
き
る
と
運
び
屋
に
呼
び

か
け
た
。「
出
発
し
よ
う
」。
す
ぐ
に
妻
を
口
の
中
に
入
れ
、
次
い

で
食
器
を
口
に
し
ま
い
こ
ん
だ
。（
後
略
）

太
元
十
二
年
、
有
道
人
外
國
來
、
能
呑
刀
吐
火
、
吐
珠
玉
金
銀
。
自
説
其

所
受
術
、
即
白
衣
、
非
沙
門
也
。
嘗
行
、
見
一
人
擔
擔
、
上
有
小
籠
子
、

可
受
升
餘
。
語
擔
人
云
「
吾
歩
行
疲
極
、
欲
寄
君
擔
」。
擔
人
甚
怪
之
、
慮

是
狂
人
、
便
語
之
云
「
自
可
爾
耳
、
君
欲
何
許
自
厝
耶
」。
其
人
答
云
「
君

若
見
許
、
正
欲
入
君
此
籠
子
中
」。
擔
人
愈
怪
其
奇
、「
君
能
入
籠
、
便
是

神
人
也
」。
乃
下
擔
、
即
入
籠
中
。
籠
不
更
大
、
其
人
亦
不
更
小
、
擔
之
亦

不
覺
重
於
先
。
既
行
數
十
里
、
樹
下
住
食
。
擔
人
呼
共
食
、
云
「
我
自
有

食
」。
不
肯
出
。
止
住
籠
中
、
飲
食
器
物
羅
列
、
肴
膳
豐
腆
亦
辦
。
反
呼
擔

人
食
、
未
半
、
語
擔
人
「
我
欲
與
婦
共
食
」。
即
復
口
吐
出
一
女
子
、
年
二

十
許
、
衣
裳
容
貌
甚
美
、
二
人
便
共
食
。
食
欲
竟
、
其
夫
便
臥
。
婦
語
擔

人
「
我
有
外
夫
、
欲
來
共
食
。
夫
覺
。
君
勿
道
之
」。
婦
便
口
中
出
一
年

少
丈
夫
、
共
食
。
籠
中
便
有
三
人
、
寬
急
之
事
、
亦
復
不
異
。
有
頃
、
其

夫
動
、
如
欲
覺
、
婦
便
以
外
夫
内
口
中
。
夫
起
、
語
擔
人
曰
「
可
去
」。
即

以
婦
内
口
中
、
次
及
食
器
物
。（『
法
苑
珠
林
』
巻
六
十
一
、『
太
平
御
覧
』

巻
三
百
五
十
九
、
巻
七
百
三
十
七
）

『
霊
鬼
志
』
は
六
朝
志
怪
の
な
か
で
も
、
仏
教
に
か
か
わ
る
話
を
し
る

し
た
最
初
期
の
も
の
で
あ
る

（
11
）

。
こ
の
話
で
は
、
術
を
使
う
人
物
が
道
人

と
書
か
れ
る
の
は
、
術
使
い
と
し
て
の
意
味
あ
い
が
強
い
か
ら
だ
ろ
う
。
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そ
し
て
、
教
わ
っ
た
の
は
白
衣
（
俗
世
に
あ
る
人
）
か
ら
で
あ
っ
て
沙

門
か
ら
で
は
な
い
、
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
沙
門
も
こ
の

よ
う
な
不
思
議
な
術
を
使
え
た
こ
と
が
多
く
、
術
使
い
（
道
人
）
＝
沙

門
（
僧
侶
）
と
い
う
関
係
性
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
話
は
、
呉
・
康
僧
会
訳
『
旧
雑
譬
喩
経
』
巻
上
と
い
う
漢
訳
仏

典
か
ら
の
翻
案
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
で
は
、
口
か

ら
物
を
出
す
の
は
、「
梵
志
（
バ
ラ
モ
ン
僧
）」
と
明
記
さ
れ
、
か
つ
同

じ
話
の
中
で
は
、「
道
人
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
類
話
と
し
て
梁
・
呉
均
『
続
斉
諧
記
』
に
み
え
る
「
陽
羨

書
生
」
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
、
登
場
人
物
が
漢
人
と
な
り
、
仏
教
色

が
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
六
朝
志
怪
は
、
仏
典
の
話
（
ジ
ャ
ー

タ
カ
等
）
を
取
り
入
れ
た
話
は
少
な
い
。
さ
ら
に
、
取
り
入
れ
た
と
し

て
も
時
代
を
経
る
毎
に
、
仏
教
色
を
薄
め
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。

三

同
一
話
柄
に
お
け
る
名
前
の
有
無

志
怪
の
テ
キ
ス
ト
は
、
他
書
の
引
用
を
よ
く
行
っ
て
い
た
ら
し
い
こ

と
、
ま
た
類
書
採
録
時
に
お
け
る
、
書
名
の
表
記
ミ
ス
な
ど
が
あ
る
こ

と
の
た
め
に
、
混
乱
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
志
怪
に
お
け

る
僧
侶
故
事
も
同
様
で
あ
り
、
同
一
の
内
容
で
あ
っ
て
も
、
僧
侶
の
名

前
が
し
る
さ
れ
て
い
る
／
い
な
い
、
こ
と
が
あ
る
。

そ
し
て
、
同
一
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
無
名
の
僧
侶
に
つ
い
て
の

話
が
、
有
名
な
僧
侶
の
事
跡
と
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
安
世
高
（
清
）
の
宮
亭
廟
に
お
け
る
ヘ

ビ
の
済
度
の
話
が
、
も
と
も
と
は
『
幽
明
録
』
第
一
三
三
条
に
あ
る
よ

う
な
、
晋
代
の
無
名
の
僧
侶
の
話
で
あ
っ
た
の
が
、
安
世
高
と
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
12
）

。

同
様
に
、
有
名
な
僧
侶
の
事
跡
に
さ
れ
て
い
く
例
と
し
て
内
臓
の
取

り
出
し
に
つ
い
て
を
検
討
し
、
ま
た
、
予
言
を
す
る
僧
侶
の
名
前
の
有

無
の
問
題
に
つ
い
て
を
と
り
あ
げ
た
い
。

三
、
一

内
臓
の
取
り
出
し

僧
侶
・
尼
僧
が
自
ら
腹
に
刀
を
入
れ
、
内
臓
を
取
り
出
す
と
い
う
話

が
あ
る
。

『
幽
明
録
』
第
一
〇
七
条

桓
温
（
三
一
二
―
三
七
三
）
は
、
君
主
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
の
気

持
ち
を
密
か
に
懐
い
て
い
た
。
そ
の
頃
遠
方
か
ら
比
丘
尼
が
や
っ

て
き
た
。
夏
五
月
、
比
丘
尼
は
、
他
の
部
屋
で
湯
浴
み
を
し
、
桓

温
は
こ
っ
そ
り
と
様
子
を
う
か
が
っ
た
。
す
る
と
、
比
丘
尼
の
裸

– 27 –



身
が
見
え
、
ま
ず
刀
で
自
分
の
腹
を
さ
ば
き
、
内
臓
を
取
り
だ
し
、

そ
の
次
に
両
足
を
断
ち
切
り
、
頭
部
と
腕
も
切
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、
入
浴
が
終
わ
っ
た
。
桓
温
は
「
さ
き
ほ
ど
あ
な

た
を
見
か
け
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
自
分
を
む
ご
く
痛

め
つ
け
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。
尼
は
「
あ
な
た
が
天
子
に
な

ろ
う
と
す
れ
ば
、
あ
の
よ
う
に
な
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と

言
っ
た
。
桓
温
は
が
っ
か
り
し
て
不
機
嫌
に
な
っ
た
。

桓
温
内
懷
無
君
之
心
。
時
比
丘
尼
從
遠
來
、
夏
五
月
、
尼
在
別
室
浴
、
温

竊
窺
之
。
見
尼
裸
身
、
先
以
刀
自
破
腹
、
出
五
藏
、
次
斷
兩
足
、
及
斬
頭

手
。
有
頃
浴
竟
。
温
問
「
向
窺
見
尼
、
何
得
自
殘
毀
如
此
」。
尼
云
「
公
作

天
子
、
亦
當
如
是
」。
温
惆
悵
不
悅
。（『
太
平
御
覧
』
巻
三
百
九
十
五
）

こ
れ
は
、
漢
訳
仏
典
の
西
晋
・
竺
法
護
訳
『
生
経
』
巻
四
に
類
話
が

あ
り
、
仏
典
の
話
を
尼
僧
に
結
び
つ
け
て
語
ろ
う
と
し
て
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る

（
13
）

。
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
肉
体
へ
の
執
着
を

戒
め
る
話
で
あ
っ
た
の
が
、
中
国
で
は
、
肉
体
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
畏

れ
る
桓
温
と
い
う
実
在
の
人
物
へ
の
教
導
の
話
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
話
は
、『
太
平
御
覧
』
巻
三
百
九
十
五
に
出
『
幽
明
録
』
と
し
て

引
用
さ
れ
、
そ
の
他
『
法
苑
珠
林
』
巻
三
十
三
に
も
『
冥
祥
記
』
か
ら

と
し
て
引
用
さ
れ
る
。
ま
た
十
巻
本
『
捜
神
後
記
』
巻
二
に
も
あ
る
が
、

類
書
に
お
い
て
『
捜
神
後
記
』
か
ら
と
い
う
引
用
が
な
く
、
李
剣
国
『
新

輯
捜
神
後
記
』「
旧
本
『
捜
神
後
記
』
偽
目
疑
目
弁
証
」
は
、『
法
苑
珠

林
』
か
ら
の
採
録
だ
ろ
う
と
す
る

（
14
）

。

為
政
者
へ
の
警
告
が
災
害
・
怪
異
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、

災
異
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
桓
温
に
ま
つ
わ
る
警
告
と
し
て
の
凶

兆
話
は
多
数
あ
り
、『
宋
書
』
や
『
晋
書
』
の
五
行
志
な
ど
に
多
く
し
る

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
の
一
例
と
し
て
、
尼
僧
の
内
臓
取
り
出

し
の
話
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
目
的
も
な
く
、
僧
侶
が
内
臓
を
取
り
出
す
話
も
あ
る
。

『
捜
神
後
記
』
巻
二

（
15
）

天
竺
人
の
仏
図
澄
は
、
永
嘉
四
年
（
三
一
〇
）
洛
陽
に
や
っ
て
き

た
。
神
咒
を
上
手
に
唱
え
、
鬼
神
を
使
い
こ
な
し
た
。
脇
腹
に
穴

が
ひ
と
つ
あ
り
、
い
つ
も
綿
で
ふ
さ
い
で
い
た
。
毎
晩
、
本
を
読

む
と
き
に
、
綿
を
抜
く
と
、
穴
か
ら
光
が
で
て
き
て
、
部
屋
中
を

照
ら
す
の
だ
っ
た
。
早
朝
、
流
れ
の
ほ
と
り
に
い
き
、
穴
か
ら
五

臓
六
腑
を
引
き
出
し
て
洗
い
、
洗
い
終
わ
る
と
、
ま
た
腹
の
中
に

お
さ
め
た
。

天
竺
人
佛
圖
澄
、
永
嘉
四
年
來
洛
陽
、
善
誦
神
咒
、
役
使
鬼
神
。
腹
傍
有

一
孔
、
常
以
絮
塞
之
。
毎
夜
讀
書
、
則
拔
絮
、
孔
中
出
光
、
照
於
一
室
。

平
旦
、
至
流
水
側
、
從
孔
中
引
出
五
臟
六
腑
洗
之
、
訖
、
還
内
腹
中
。

– 28 –



仏
図
澄
は
、
神
異
の
僧
侶
で
あ
り
、
西
方
か
ら
や
っ
て
き
て
、
石
勒
に

仕
え
た
。『
高
僧
伝
』
巻
九
に
伝
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

腸
を
抜
き
出
す
描
写
は
、『
高
僧
伝
』
の
仏
図
澄
伝
に
は
な
い
。
ま
た
、

出
典
を
『
捜
神
後
記
』
と
し
た
が
、
類
書
等
に
『
捜
神
後
記
』
か
ら
と

し
た
引
用
は
な
い
。
李
剣
国
は
、
こ
の
『
捜
神
後
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、

明
末
の
再
編
時
に
『
晋
書
』
巻
九
十
五
芸
術
伝
・
仏
図
澄
伝
か
ら
引
用

し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
こ
の
話
は
、『
太

平
御
覧
』
巻
三
百
七
十
一
所
引
崔
鴻
（
四
七
八
―
五
二
五
）
の
『
十
六

国
春
秋
』
後
趙
録
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、『
晋
書
』
に
収
め
ら
れ
る

北
方
で
活
動
し
た
僧
侶
の
伝
は
、
主
と
し
て
『
十
六
国
春
秋
』
を
参
照

し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
16
）

。

つ
ま
り
、
現
在
残
る
情
報
で
は
、
時
代
的
に
最
も
さ
か
の
ぼ
れ
る
出

典
は
、
六
世
紀
前
後
に
成
立
し
た
『
十
六
国
春
秋
』
と
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
著
者
の
没
年
か
ら
考
え
れ
ば
、『
高
僧
伝
』
よ
り
少

し
前
に
成
立
し
た
書
物
で
あ
る
。

仏
図
澄
は
、
引
用
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
四
世
紀
に
中
国
に
や
っ
て
来

た
。
桓
温
よ
り
も
世
代
は
上
と
な
る
。
も
し
、
仏
図
澄
の
内
臓
取
り
出

し
が
、
仏
図
澄
本
人
が
生
き
て
い
た
時
代
に
「
本
当
に
」
あ
っ
た
の
で

あ
れ
ば
、
比
丘
尼
の
話
ま
で
含
め
て
イ
ン
ド
説
話
か
ら
の
影
響
関
係
を

見
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
比
丘
尼
の
話
が
先
に
存
在
し
た
上
で
、
仏
図
澄
に
関
わ
る

神
異
の
事
例
が
水
増
し
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
話
の
成
立
年
代

は
比
丘
尼
が
先
で
仏
図
澄
が
後
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
無
名
の
僧
侶
（
こ
こ
で
は
比
丘
尼
）
の
話
柄
が
、
有
名
な
僧
侶
の

話
に
取
り
込
ま
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
二

予
言

六
朝
期
の
僧
侶
に
は
、
予
言
を
行
っ
た
も
の
が
多
く
い
る
。
僧
侶
が

予
言
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
志
怪
に
も
、
僧
伝
に
も
、
ま
た
史
書
な

ど
に
も
と
ら
れ
て
お
り
、
ま
だ
充
分
な
整
理
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
と

り
わ
け
、
僧
伝
の
僧
侶
は
注
目
さ
れ
る
が
、
志
怪
や
史
書
に
の
み
し
る

さ
れ
る
僧
侶
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
中
に
は
、
名
前
が
あ
り
な
が
ら
も
、
僧
伝
な
ど
他
の
書
籍
に
記
録

が
な
い
僧
侶
も
い
る
。
中
国
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
僧
侶
の
予
言
の
位

置
付
け
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
先
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る

（
17
）

。
こ
こ
で

は
、
予
言
を
行
っ
た
僧
侶
達
に
つ
い
て
、
無
名
、
有
名
の
別
に
検
討
を

行
う
こ
と
で
、
予
言
の
僧
侶
の
位
置
づ
け
と
意
味
を
考
え
る
。

（
1
）

無
名
の
僧
侶

ま
ず
は
、
無
名
の
僧
侶
か
ら
検
討
を
は
じ
め
る
。
本
文
に
名
前
す
ら

し
る
さ
れ
な
い
僧
侶
で
あ
る
が
、
為
政
者
の
前
で
予
言
を
行
っ
て
い
る
。
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『
幽
明
録
』
第
一
五
二
条

姚
泓
の
叔
父
で
あ
る
大
将
軍
姚
紹
は
軍
事
の
こ
と
を
す
べ
て
と
り

し
き
っ
て
い
た
。
胡
人
の
僧
侶
を
召
し
出
し
て
、
吉
凶
を
尋
ね
た
。

僧
は
そ
こ
で
、
小
麦
粉
を
直
径
一
丈
の
胡
餅
の
形
に
し
、
僧
が
そ
の

上
に
座
っ
て
、
ま
ず
真
西
方
向
を
食
べ
、
そ
の
次
に
真
北
の
方
向

を
食
べ
、
そ
の
次
に
真
南
の
方
向
を
食
べ
た
。
残
り
の
部
分
は
く

る
く
る
と
巻
い
て
飲
み
込
ん
で
し
ま
い
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
立

ち
去
っ
て
、
一
言
も
述
べ
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
年
の
五
月
、
楊

盛
が
姚
軍
を
清
水
（
甘
粛
省
天
水
市
）
に
お
い
て
撃
破
し
、
九
月

に
は
、
晋
の
軍
隊
が
北
伐
を
行
っ
て
、
頴
川
・
洛
川
の
地
方
を
制

圧
し
、
つ
い
で
豊
京
・
鎬
京
（
陜
西
省
長
安
県
）
を
席
巻
し
、
姚

泓
を
生
け
捕
り
に
し
た
。

姚
泓
叔
父
大
將
軍
紹
總
司
戎
政
。
召
胡
僧
問
以
休
咎
。
僧
乃
以
麺
爲
大
胡

餅
形
、
徑
一
丈
、
僧
坐
在
上
、
先
食
正
西
、
次
食
正
北
、
次
食
正
南
。
所
餘

卷
而
吞
之
、
訖
便
起
去
、
了
無
所
言
。
是
歳
五
月
、
楊
盛
大
破
姚
軍
於
清

水
、
九
月
、
晉
師
北
討
、
埽
定
頴
洛
、
遂
席
卷
豐
鎬
、
生
禽
泓
焉
。（『
太

平
御
覧
』
巻
八
百
六
十
、『
北
堂
書
鈔
』
巻
一
百
四
十
四
）

記
事
に
あ
る
東
晋
軍
が
後
秦
の
姚
泓
を
生
け
捕
り
に
し
た
の
は
、
永

和
二
年
（
四
一
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
と
で
取
り
上
げ
る
仏
図
澄
の

予
言
は
、
四
一
〇
年
以
降
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
僧

侶
、
特
に
西
方
か
ら
き
た
僧
侶
は
予
言
を
行
う
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

前
項
の
内
臓
を
取
り
出
す
話
で
取
り
上
げ
た
仏
図
澄
は
後
述
す
る
よ

う
に
、
予
言
が
当
た
る
こ
と
で
、
石
勒
に
迎
え
い
れ
ら
れ
た
。
こ
の
話

で
も
予
言
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
の
は
、
胡
人
の
僧
侶
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
ち
ら
は
不
親
切
に
内
容
を
告
げ
ず
に
立
ち
去
る
と
い
う
こ
と
を
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
名
前
が
し
る
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

（
2
）

有
名
だ
が
僧
伝
に
取
ら
れ
な
い
僧
侶

さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
予
言
の
僧
侶
に
つ
い
て
、
歴
史
書
に
名
前

ま
で
し
る
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
僧
伝
は
お
ろ
か
、
志
怪
を
は
じ
め
と

す
る
他
の
書
籍
に
も
記
録
が
残
ら
な
い
話
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
僧
侶

に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
研
究
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
や
や
冗
長
か
も
し
れ
な
い
が
、『
晋
書
』
載
記
に
あ
る
予
言
の
僧
侶

の
話
二
話
を
と
り
あ
げ
た
い
。

『
晋
書
』
巻
一
百
七
石
季
龍
載
記

時
に
沙
門
の
呉
進
が
石
季
龍
（
石
虎
）
に
言
っ
た
「
異
民
族
の
運
勢

は
衰
え
よ
う
と
し
、
晋
が
ま
た
盛
り
返
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
晋

人
を
苦
役
さ
せ
て
そ
の
気
を
抑
え
る
べ
き
で
す
」。
季
龍
は
そ
こ

で
、
尚
書
の
張
群
に
郡
の
近
く
に
住
む
男
女
十
六
万
人
を
つ
か
っ

– 30 –



て
、
車
十
万
台
で
土
を
運
ん
で
華
林
苑
と
長
い
城
壁
を
鄴
（
河
北

省
邯
鄲
県
、
後
秦
の
都
）
の
北
側
に
作
ら
せ
た
。
庭
園
の
広
さ
と

城
壁
の
長
さ
は
数
十
里
に
わ
た
っ
た
。
趙
攬
、
申
鍾
、
石
璞
ら
は

天
体
の
運
行
が
乱
れ
、
人
民
が
疲
弊
し
て
い
る
と
訴
え
た
。
そ
こ

で
引
見
し
た
と
こ
ろ
、
ま
た
面
と
向
か
っ
て
諫
め
、
言
葉
は
は
な

は
だ
痛
切
だ
っ
た
。
石
季
龍
は
非
常
に
怒
っ
て
「
城
壁
が
朝
で
き

て
夕
方
壊
れ
て
も
、
私
は
後
悔
し
な
い
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
張

群
に
蝋
燭
を
と
も
し
て
夜
も
作
業
さ
せ
た
。
三
つ
の
楼
観
と
四
つ

の
門
を
作
り
、
う
ち
三
つ
の
門
は
漳
水
に
通
じ
さ
せ
、
す
べ
て
鉄

の
扉
を
つ
け
た
。
す
る
と
、
暴
風
が
起
こ
り
、
大
雨
が
降
り
、
死

者
が
数
万
人
に
な
っ
た
。
揚
州
か
ら
は
黄
色
い
ク
グ
イ
の
雛
五
羽

が
送
ら
れ
て
き
た
。
頚
の
長
さ
は
一
丈
、
鳴
き
声
は
十
里
以
上
に

わ
た
っ
て
聞
こ
え
た
。
こ
の
雛
を
玄
武
池
に
浮
か
べ
た
。
郡
国
か

ら
は
前
後
し
て
蒼
い
麒
麟
十
六
匹
、
白
い
シ
カ
七
頭
が
送
ら
れ
て

き
た
。
季
龍
は
司
虞
の
張
曷
柱
に
命
じ
て
こ
れ
ら
を
調
教
さ
せ
、

屋
根
つ
き
の
乗
り
物
を
つ
な
ぎ
、
朝
廷
の
庭
の
乗
り
物
に
列
べ
た
。

北
の
城
壁
に
穴
を
あ
け
て
、
水
を
華
林
園
に
ひ
こ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
城
壁
が
崩
れ
、
百
餘
人
が
圧
死
し
た
。

時
沙
門
呉
進
言
于
季
龍
曰
「
胡
運
將
衰
、
晉
當
復
興
。
宜
苦
役
晉
人
以
厭

其
氣
」。
季
龍
于
是
使
尚
書
張
羣
發
近
郡
男
女
十
六
萬
、
車
十
萬
乘
、
運

土
築
華
林
苑
及
長
牆
于
鄴
北
。
廣
長
數
十
里
。
趙
攬
、
申
鍾
、
石
璞
等
上

疏
陳
天
文
錯
亂
、
蒼
生
凋
弊
。
及
因
引
見
、
又
面
諫
、
辭
旨
甚
切
。
季
龍

大
怒
曰
「
牆
朝
成
夕
沒
、
吾
無
恨
矣
」。
乃
促
張
羣
以
燭
夜
作
。
起
三
觀
、

四
門
、
三
門
通
漳
水
、
皆
爲
鐵
扉
。
暴
風
大
雨
、
死
者
數
萬
人
。
揚
州
送

黃
鵠
雛
五
、
頸
長
一
丈
、
聲
聞
十
餘
里
、
泛
之
于
玄
武
池
。
郡
國
前
後
送

蒼
麟
十
六
、
白
鹿
七
、
季
龍
命
司
虞
張
曷
柱
調
之
、
以
駕
芝
蓋
、
列
于
充

庭
之
乘
。
鑿
北
城
、
引
水
于
華
林
園
、
城
崩
、
壓
死
者
百
餘
人
。

呉
進
と
い
う
名
前
は
他
で
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
進
言
は
、

外
れ
て
お
り
、
石
虎
の
力
を
そ
ぐ
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
石

虎
は
、
お
じ
の
石
勒
に
引
き
続
い
て
仏
図
澄
を
厚
遇
し
、
仏
教
に
寛
容

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
他
の
僧
侶
も
こ
の
よ
う
な
予
言
を
し
て
石

虎
の
歓
心
を
買
お
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
晋
書
』
の
載
記
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
他
に
は
記
録
の
残
ら
な
い
僧
侶

の
話
が
あ
る
。

『
晋
書
』
巻
一
百
二
十
三
慕
容
垂
載
記

（
慕
容
垂
は
）
太
子
慕
容
宝
及
び
慕
容
農
に
慕
容
麟
ら
と
八
万
人
の

兵
士
を
率
い
て
魏
を
攻
撃
さ
せ
た
。
慕
容
徳
、
慕
容
紹
は
、
歩
兵

一
万
八
千
人
で
宝
の
軍
の
あ
と
に
続
い
た
。
魏
の
国
は
、
宝
が
も

う
す
ぐ
や
っ
て
く
る
と
い
う
情
報
を
聞
い
て
、
黄
河
の
西
側
に
移

動
し
た
。
宝
は
軍
隊
を
黄
河
に
臨
む
と
こ
ろ
ま
で
進
め
た
が
、
お
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そ
ろ
し
く
な
り
、
渡
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
参
合
（
山
西
省
高
県
）

に
駐
屯
し
た
と
こ
ろ
、
急
に
黒
い
気
が
大
風
と
し
て
吹
い
て
き
た
。

堤
防
の
よ
う
な
形
で
、
あ
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
し
て
、
軍
隊
全

体
に
覆
い
被
さ
っ
た
。
沙
門
の
支
曇
猛
は
慕
容
宝
に
言
っ
た
「
風

の
気
が
荒
く
は
や
い
の
は
、
魏
の
軍
隊
が
い
ま
す
ぐ
に
来
る
予
兆

で
す
。
兵
を
派
遣
し
て
防
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」。
慕
容
宝

は
笑
っ
て
そ
の
進
言
を
真
に
受
け
な
か
っ
た
。
曇
猛
は
強
く
そ
の

こ
と
を
言
い
続
け
た
た
め
、
慕
容
麟
に
三
万
の
騎
馬
兵
を
連
れ
て

後
衛
と
さ
せ
、
念
入
り
に
防
御
を
さ
せ
た
。
慕
容
麟
は
曇
猛
の
言

葉
を
嘘
だ
と
し
て
、
騎
馬
隊
を
好
き
な
よ
う
に
動
か
し
て
狩
猟
を

し
た
。
す
る
と
、
い
き
な
り
黄
色
い
霧
に
四
方
を
囲
ま
れ
、
真
っ

暗
に
な
っ
た
。
そ
の
晩
魏
の
軍
隊
が
大
勢
到
着
し
、
三
軍
は
崩
壊

し
、
慕
容
宝
と
慕
容
徳
ら
は
数
千
騎
が
敗
走
し
、
兵
士
の
戻
っ
て

き
た
も
の
は
十
人
に
一
、
二
人
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
慕
容

紹
は
こ
こ
に
お
い
て
死
ん
だ
。
は
じ
め
、
慕
容
宝
は
幽
州
（
北
京
）

に
到
着
し
、
乗
っ
て
き
た
車
の
車
軸
が
理
由
も
な
く
勝
手
に
折
れ

た
。
術
士
の
靳
安
は
大
凶
だ
と
し
て
、
慕
容
宝
に
帰
る
こ
と
を
勧

め
た
が
、
慕
容
宝
は
怒
っ
て
聞
き
入
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
敗
退
に

い
た
っ
た
。

遣
其
太
子
寶
及
農
與
慕
容
麟
等
率
衆
八
萬
伐
魏
、
慕
容
德
、
慕
容
紹
以
步

騎
一
萬
八
千
爲
寶
後
繼
。
魏
聞
寶
將
至
、
徙
往
河
西
。
寶
進
師
臨
河
、
懼

不
敢
濟
。
還
次
參
合
、
忽
有
大
風
黑
氣
、
狀
若
隄
防
、
或
高
或
下
、
臨
覆

軍
上
。
沙
門
支
曇
猛
言
於
寶
曰
「
風
氣
暴
迅
、
魏
軍
將
至
之
候
、
宜
遣
兵

禦
之
」。
寶
笑
而
不
納
。
曇
猛
固
以
爲
言
、
乃
遣
麟
率
騎
三
萬
爲
後
殿
、

以
禦
非
常
。
麟
以
曇
猛
言
爲
虛
、
縱
騎
遊
獵
。
俄
而
黃
霧
四
塞
、
日
月
晦

冥
、
是
夜
魏
師
大
至
、
三
軍
奔
潰
、
寶
與
德
等
數
千
騎
奔
免
、
士
衆
還
者

十
一
二
。
紹
死
之
。
初
、
寶
至
幽
州
、
所
乘
車
軸
無
故
自
折
。
術
士
靳
安

以
爲
大
凶
、
固
勸
寶
還
、
寶
怒
不
從
、
故
及
於
敗
。

こ
ち
ら
の
曇
猛
は
魏
軍
の
到
来
を
予
言
し
、
現
実
に
も
そ
の
よ
う
に

な
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
進
言
相
手
で
あ
っ
た
後
燕
の
慕
容
宝
は

そ
の
予
言
を
嘘
だ
と
み
な
し
た
た
め
に
、
参
合
陂
の
戦
い
（
三
九
五
年
）

に
お
い
て
敗
戦
し
た
。

最
後
に
登
場
す
る
術
士
靳
安
は
、『
北
史
』
及
び
『
魏
書
』
の
慕
容
垂

伝
に
も
名
前
が
み
え
、「
太
史
令
」「
占
工
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

『
晋
書
』
の
芸
術
列
伝
に
お
い
て
も
、
占
い
を
行
う
の
は
、
僧
侶
に
限

ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
僧
侶
（
そ
れ
は
単
な
る
自
称
で
あ
り
、
真
の
仏

教
者
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
）
に
も
予
言
を
行
う
人
物
が
考
え
ら

れ
て
い
る
以
上
に
多
く
存
在
し
た
こ
と
が
こ
の
二
つ
の
記
述
か
ら
う
か

が
え
る
。
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（
3
）

有
名
な
僧
侶
―
仏
図
澄

先
ほ
ど
も
内
臓
の
取
り
出
し
で
登
場
し
た
仏
図
澄
は
、
予
言
術
に
よ
っ

て
石
勒
に
招
か
れ
た
。
そ
の
予
言
術
は
、『
高
僧
伝
』
に
も
幾
つ
か
し
る

さ
れ
て
い
る
が

（
18
）

、
同
じ
予
言
に
つ
い
て
、『
高
僧
伝
』
と
志
怪
で
詳
細
が

違
っ
て
い
る
挿
話
を
紹
介
す
る
。

『
幽
明
録
』
第
八
九
条

石
勒
が
仏
図
澄
に
尋
ね
た
。「
劉
曜
を
捕
ま
え
た
い
の
だ
が
、
そ
の

よ
う
な
き
ざ
し
は
あ
る
だ
ろ
う
か
」。
そ
こ
で
、
仏
図
澄
は
、
童
子

に
七
日
間
物
忌
み
さ
せ
、
自
分
は
ゴ
マ
油
を
手
の
ひ
ら
に
と
っ
て

こ
す
り
あ
わ
せ
、
ビ
ャ
ク
ダ
ン
の
枝
を
焼
い
て
呪
文
を
唱
え
た
。

し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
手
を
広
げ
て
童
子
に
見
せ
た
。
手
の
ひ
ら

は
あ
き
ら
か
に
尋
常
で
な
い
光
り
方
を
し
て
い
た
。
仏
図
澄
は
童

子
に
聞
い
た
。「
何
が
見
え
る
か
」。「
軍
人
が
一
人
だ
け
い
ま
す
。

大
き
な
体
を
し
て
い
て
、
色
白
で
、
変
わ
っ
た
風
貌
で
す
。
赤
い
紐

を
肘
に
縛
っ
て
い
ま
す
」。
仏
図
澄
は
「
こ
れ
が
つ
ま
り
劉
曜
だ
」。

と
言
っ
た
。
そ
の
年
、
そ
の
通
り
劉
曜
が
生
け
捕
り
に
さ
れ
た
。

石
勒
問
佛
圖
澄
「
劉
曜
可
擒
、
兆
可
見
不
」。
澄
令
童
子
齋
七
日
、
取
麻
油

掌
中
研
之
、
燎
旃
檀
而
呪
。
有
頃
、
舉
手
向
童
子
、
掌
内
晃
然
有
異
。
澄

問
「
有
所
見
不
」。
曰
「
唯
見
一
軍
人
、
長
大
白
皙
、
有
異
望
、
以
朱
絲
縛

其
肘
」。
澄
曰
「
此
即
曜
也
」。
其
年
、
果
生
擒
曜
。（『
太
平
御
覧
』
巻
三

百
七
十
）

こ
れ
に
該
当
す
る
記
事
が
、『
高
僧
伝
』
巻
九
仏
図
澄
伝
で
は
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

石
堪
が
劉
曜
を
生
け
捕
り
に
し
て
石
勒
の
も
と
へ
送
っ
た
。
仏
図

澄
は
そ
の
と
き
な
に
か
を
掌
に
塗
り
、
見
て
み
た
と
こ
ろ
、
群
衆

の
姿
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
一
人
が
縛
ら
れ
て
い
て
、
朱
い
糸
が

首
に
巻
き
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
石
弘
に
告
げ
た
ち
ょ

う
ど
そ
の
と
き
、
劉
曜
を
生
け
ど
り
に
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
。

石
堪
生
擒
之
送
勒
。
澄
時
以
物
塗
掌
觀
之
、
見
有
大
衆
。
衆
中
縛
一
人
。

朱
絲
約
項
。
其
時
因
以
告
弘
、
當
爾
之
時
正
生
擒
曜
也
。

劉
曜
は
前
趙
の
王
で
あ
り
、
石
勒
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。『
晋
書
』
の
仏
図

澄
伝
は
、
こ
の
話
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
異
同
は
、
ど
の
時

点
で
生
ま
れ
、
ま
た
『
幽
明
録
』
の
内
容
は
ど
の
よ
う
に
し
て
残
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

現
在
み
る
こ
と
が
で
き
る
六
朝
志
怪
の
う
ち
、
仏
図
澄
に
つ
い
て
の

話
が
あ
る
の
は
、
こ
の
『
幽
明
録
』
及
び
、
先
に
と
り
あ
げ
た
『
捜
神

後
記
』
の
話
だ
け
な
よ
う
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
本
当
に
『
捜

神
後
記
』
に
あ
っ
た
か
疑
わ
し
い
こ
と
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

仏
図
澄
に
つ
い
て
は
、
類
書
等
に
『
仏
図
澄
伝
』、『
仏
図
澄
別
伝
』
と
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い
う
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る

（
19
）

。
そ
の
う
ち
一
番
古
い
出
処

は
、『
世
説
新
語
』
の
劉
孝
標
注
に
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
20
）

。
そ
こ
で

は
、
仏
図
澄
が
石
勒
に
取
り
入
ろ
う
と
し
て
、
配
下
の
郭
黒
略
に
近
づ

い
た
と
き
に
、
ゴ
マ
油
を
手
に
塗
っ
て
吉
凶
を
占
っ
た
と
あ
る

（
21
）

。
こ
の

記
述
に
従
え
ば
、
ゴ
マ
油
に
よ
る
予
言
術
は
、
仏
図
澄
が
中
国
に
や
っ

て
き
た
当
初
か
ら
使
い
続
け
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
劉
孝
標
は
、
五

二
一
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
、『
世
説
新
語
』
注
で
引
用
し
て
い
る

『
仏
図
澄
別
伝
』
は
、『
高
僧
伝
』
が
成
立
す
る
前
に
存
在
し
た
書
と
な

る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
は
、『
高
僧
伝
』
で
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
節
で
取
り
上
げ
た
僧
侶
は
全
員
北
朝
で
活
動
し
て
い
る
。
南
朝

に
も
宝
誌
な
ど
が
お
り
、
僧
侶
が
予
言
を
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
（
22
）

、
戦
争
に
関
す
る
予
言
を
行
っ
て
い
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
北
朝
の
僧
侶

で
あ
っ
た
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。

そ
し
て
、
予
言
を
行
う
僧
侶
が
無
数
に
い
た
な
か
で
、
名
を
残
す
僧

侶
は
、
予
言
以
外
の
術
の
獲
得
が
必
要
で
あ
っ
た
。
仏
図
澄
の
場
合
、

予
言
に
関
し
て
も
こ
こ
で
引
用
し
た
話
以
外
に
も
幾
つ
も
挿
話
が
あ
り
、

ま
た
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
術
を
使
え
た
と
さ
れ
る
。
先
に
内
臓
の
取

り
出
し
の
話
は
、
あ
と
で
仏
図
澄
に
仮
託
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
推
測
を
述
べ
た
。
仏
図
澄
は
あ
ま
り
に
も
著
名
な
僧
侶
で
あ
っ
た
た

め
に
、
荒
唐
無
稽
な
こ
と
の
あ
れ
こ
れ
が
仏
図
澄
に
集
約
さ
れ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う

（
23
）

。

四

志
怪
に
お
け
る
有
名
僧
侶
の
扱
い

六
朝
志
怪
が
僧
侶
に
ま
つ
わ
る
伝
記
記
録
を
残
す
媒
体
の
一
で
あ
っ

た
と
し
て
、
そ
こ
に
し
る
さ
れ
る
僧
侶
と
、『
高
僧
伝
』
に
お
け
る
神
異

巻
を
中
心
と
し
た
僧
侶
の
行
い
と
は
ど
の
程
度
重
な
り
あ
う
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
重
な
ら
な
い
部
分
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
は
志
怪
に
残
る
『
高
僧
伝
』
に
も
伝
が
あ
る
僧
侶
の
事
跡
を
紹
介

し
な
が
ら
分
析
を
加
え
た
い
。

四
、
一

僧
侶
伝
承
の
断
片

ま
ず
は
、『
高
僧
伝
』
に
も
伝
が
た
て
ら
れ
る
僧
侶
に
関
す
る
話
が
、

志
怪
で
断
片
的
に
と
ら
れ
て
い
る
例
を
み
て
い
き
た
い
。
こ
れ
は
、
先

に
と
り
あ
げ
た
仏
図
澄
な
ど
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
志
怪
は
原
則
と
し
て
、

あ
る
人
物
の
生
涯
全
般
を
描
こ
う
と
い
う
意
志
は
な
く
、
特
定
の
事
件

に
焦
点
を
絞
っ
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

『
捜
神
後
記
』
巻
二
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曇
猷
道
人
は
、
清
貧
か
つ
苦
行
を
し
た
沙
門
で
あ
る
。
剡
県
に
蠱
術

（
虫
を
使
っ
た
呪
術
）
に
携
わ
る
一
家
が
あ
っ
た
。
人
が
そ
の
家
で

飲
食
を
す
る
と
、
血
を
吐
い
て
死
ん
で
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
曇
猷

は
こ
の
家
を
訪
ね
た
。
主
人
は
食
事
を
出
し
、
曇
猷
は
い
つ
も
通

り
咒
を
唱
え
た
。
す
る
と
、
一
つ
が
い
の
一
尺
以
上
の
長
さ
の
あ

る
ム
カ
デ
が
あ
ら
わ
れ
、
た
ら
い
の
中
か
ら
跳
ね
出
し
た
。
曇
猷

は
そ
こ
で
お
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
て
帰
宅
し
、
平
穏
無
事
で
あ
っ
た
。

曇
猷
道
人
、
清
苦
沙
門
也
。
剡
縣
有
一
家
事
蠱
。
人
噉
其
食
飲
、
無
不
吐

血
死
。
猷
詣
之
。
主
人
下
食
、
猷
依
常
咒
願
。
見
一
雙
蜈
蚣
、
長
尺
餘
、

便
於
盤
中
跳
出
。
猷
因
飽
食
而
歸
、
安
然
無
他
。

こ
の
話
が
本
来
ど
の
書
に
記
録
さ
れ
て
い
た
の
か
を
定
め
る
の
は
難

し
い
。『
太
平
広
記
』
巻
三
百
五
十
九
で
は
、
榮
陽
郡
の
代
々
蠱
術
を
営

む
廖
家
の
話
と
こ
の
曇
游
（「
游
」
字
は
「
猷
」
字
と
同
音
）
の
話
を
一

緒
に
お
さ
め
て
、
出
典
を
『
霊
鬼
志
』
及
『
捜
神
記
』
と
し
て
い
る
。
ま

た
、『
太
平
広
記
』
の
本
に
よ
っ
て
は
、『
霊
鬼
志
』
及
『
続
捜
神
記
』
と

な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る

（
24
）

。
榮
陽
の
廖
家
の
話
は
『
捜
神
記
』
巻
十
二

に
あ
り
、
ま
た
『
太
平
御
覧
』
巻
七
百
四
十
二
で
は
出
典
を
『
霊
鬼
志
』

と
し
て
収
め
ら
れ
、
曇
游
の
話
に
つ
い
て
は
、『
太
平
御
覧
』
巻
七
百
四

十
二
と
九
百
四
十
六
が
『
続
捜
神
記
』
を
出
典
と
し
て
載
せ
る
。

こ
こ
で
は
、
曇
猷
は
『
続
捜
神
記
（
捜
神
後
記
）』
が
本
来
の
出
処
で

あ
っ
た
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、『
捜
神
後
記
』
に
は
他
に
も
僧
侶
の
話
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。『
捜
神
後
記
』
巻
五
に
あ
る
謝
家
の
沙
門
竺
曇
遂
の

話
は
、
当
時
の
有
力
者
で
あ
る
、
陳
郡
陽
夏
の
謝
氏
の
家
で
養
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
僧
侶
の
話
で
あ
る
。
ま
た
、『
高
僧
伝
』
と
『
名
僧
伝
』
の

史
宗
伝
に
は
、
史
宗
が
、
陶
淵
明
が
白
土
埭
で
遭
遇
し
た
三
人
の
不
思

議
な
法
師
の
一
人
で
あ
っ
た
と
の
記
述
が
あ
り
、『
捜
神
後
記
』
に
も
史

宗
の
話
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る

（
25
）

。

は
じ
め
に
引
用
し
た
『
高
僧
伝
』
序
に
あ
っ
た
『
捜
神
録
』
と
は
、
こ

の
『
捜
神
後
記
』
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
捜
神
後
記
』

が
陶
淵
明
の
撰
で
あ
る
と
の
説
の
有
力
な
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、『
高
僧
伝
』
に
は
、
巻
十
一
に
曇
猷
伝
が
あ
り
、
こ
の
話
も
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
慧
皎
が
参
照
し
た
『
捜
神
録
』
に
載
っ
て
い

た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仏
教
志
怪
の
初
期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
仏
教
者
が
在
来
の
宗
教
に

打
ち
勝
つ
話
が
い
く
つ
か
み
え
る
。
曇
猷
伝
は
、
蠱
に
打
ち
勝
つ
話
の

み
な
ら
ず
、
開
山
に
ま
つ
わ
る
話
な
ど
を
盛
り
込
み
、
入
寂
の
不
思
議

ま
で
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
後
二
者
に
つ
い
て
も
、
他
の
僧
侶
の
話
と
混

乱
が
あ
る
。

開
山
の
話
に
つ
い
て
は
、
赤
城
山
（
浙
江
省
台
州
市
）
に
入
っ
た
と

こ
ろ
、
在
地
の
神
が
す
ぐ
に
曇
猷
に
し
た
が
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
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が
、『
述
異
記
』（『
太
平
広
記
』
巻
二
百
九
十
四
所
引
）
で
は
、
白
道
猷

と
い
う
僧
侶
の
名
前
と
な
り
、
山
も
天
台
山
（
浙
江
省
台
州
市
）
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
記
述
は
天
台
宗
の
文
献
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ

た
（
26
）

。入
寂
時
に
お
け
る
不
思
議
な
現
象
は
、
同
じ
く
『
高
僧
伝
』
巻
十
一

に
と
ら
れ
る
帛
僧
光
の
入
寂
の
記
事
と
似
通
っ
て
い
る
。『
高
僧
伝
』
の

本
文
に
お
い
て
も
、
星
を
追
い
や
っ
た
記
事
が
、
帛
僧
光
の
話
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
と
の
記
述
が
あ
り

（
27
）

、
僧
侶
の
伝
承
に
混
乱
が
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る

（
28
）

。

こ
れ
ら
の
僧
侶
に
関
す
る
記
録
が
名
前
つ
き
で
志
怪
に
し
る
さ
れ
て

い
る
と
き
、
そ
の
名
前
が
不
正
確
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
志

怪
を
含
む
各
種
書
籍
で
混
同
が
あ
っ
た
の
か
、
混
乱
が
生
じ
て
い
る
の

で
あ
る
。

高
名
な
僧
侶
に
関
す
る
記
録
と
し
て
は
、
こ
の
他
『
異
苑
』
巻
五
に
、

廬
山
の
開
山
者
で
あ
る
慧
遠
の
龍
と
の
関
わ
り
の
事
跡
が
載
せ
ら
れ
る
。

沙
門
釈
慧
遠
は
精
神
を
廬
嶽
に
す
え
る
と
、
い
つ
も
龍
が
そ
の
前

で
遊
ん
で
い
た
。
遠
公
に
は
召
使
い
が
お
り
、
召
使
い
が
石
を
龍

に
向
か
っ
て
投
げ
て
あ
て
た
と
こ
ろ
、
翻
っ
て
空
に
登
っ
た
。
し

ば
ら
く
す
る
と
風
が
吹
き
荒
れ
雲
が
わ
き
、
遠
公
は
龍
が
お
こ
し

た
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
の
で
、
山
に
登
っ
て
香
を
炊
き
、
僧
侶
達

と
声
を
合
わ
せ
て
偈
を
唱
え
た
。
そ
う
す
る
と
、
雷
が
さ
き
ほ
ど

の
龍
に
向
か
っ
て
投
げ
た
石
に
落
ち
、
雲
や
雨
は
な
く
な
っ
た
。

沙
門
釋
慧
遠
棲
神
廬
嶽
、
常
有
遊
龍
翔
其
前
。
遠
公
有
奴
、
以
石
擲
中
、

乃
騰
躍
上
升
。
有
頃
風
雲
飈
燁
、
公
知
是
龍
之
所
興
、
登
山
燒
香
、
會
僧

齊
聲
唱
偈
。
於
是
霹
靂
廻
向
投
龍
之
石
、
雲
雨
乃
除
。

こ
の
話
は
、『
法
苑
珠
林
』
巻
四
に
『
異
苑
』
曰
と
し
て
ひ
か
れ
る
。

慧
遠
に
は
あ
ま
た
の
伝
承
が
あ
る
、『
高
僧
伝
』
の
慧
遠
伝
に
お
い
て

も
、
廬
山
開
山
に
ま
つ
わ
る
奇
跡
や
雨
乞
い
の
実
績
な
ど
が
し
る
さ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
話
は
み
ら
れ
な
い
。
数
多
く
あ
っ
た
慧
遠
伝
承
の

中
で
、
僧
伝
に
取
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

僧
侶
の
雨
乞
い
に
関
し
て
は
、『
高
僧
伝
』
に
お
い
て
も
い
く
ら
か
み

ら
れ
る

（
29
）

。
こ
の
話
も
雷
雨
に
よ
る
天
候
の
悪
化
を
解
決
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
功
績
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
些
末
な
話
と
判
断
さ
れ

た
の
か
、
あ
る
い
は
、
慧
皎
は
目
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
、『
高

僧
伝
』
に
は
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
志
怪
に
は
、
こ
の
よ
う
な
僧
伝
を

補
う
た
め
の
材
料
も
残
さ
れ
て
い
る
。

『
異
苑
』
巻
三
に
は
、
釈
道
安
が
西
域
で
ネ
ズ
ミ
の
国
を
見
た
話
な
ど

が
あ
る
。
道
安
は
、『
高
僧
伝
』
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
が
、『
異
苑
』
に

収
め
ら
れ
る
話
は
、『
高
僧
伝
』
に
取
ら
れ
て
い
な
い
。
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四
、
二

『
高
僧
伝
』
に
残
ら
な
い
僧
侶

志
怪
の
中
の
僧
侶
に
は
、
名
前
が
し
る
さ
れ
て
い
る
僧
侶
で
あ
っ
て

も
『
高
僧
伝
』
に
は
取
ら
れ
な
い
僧
侶
が
い
る
。
こ
れ
は
『
高
僧
伝
』
が

僧
伝
と
し
て
後
世
に
伝
え
る
べ
き
僧
侶
を
選
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
あ
ま
り
に
も
当
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
僧
侶
の
話

が
志
怪
に
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
僧
侶
の
情
報
は
ど
の
よ
う
に

し
て
得
ら
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

僧
侶
は
寺
に
所
属
す
る
が
、
ど
の
寺
に
所
属
し
て
い
た
の
か
が
志
怪

に
お
い
て
は
熱
心
に
し
る
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
捜
神
後
記
』

に
お
い
て
は
、
一
条
も
具
体
的
な
寺
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。
巻
九
の

顧
霈
は
、
流
俗
な
道
人
が
ヒ
ツ
ジ
を
屠
殺
す
る
の
を
阻
止
せ
ず
、
ま
た

ヒ
ツ
ジ
肉
を
口
に
し
た
こ
と
で
、
罰
が
当
た
り
、
寺
に
戻
っ
た
後
死
去

し
た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
寺
は
寺
と
の
み
し
る
さ
れ
、
具
体
的
な
名

前
は
示
さ
れ
な
い
。

『
幽
明
録
』
に
は
、
寺
の
名
前
が
一
つ
だ
け
認
め
ら
れ
る
。
終
祚
道
人

と
い
う
僧
侶
の
目
の
前
で
ネ
ズ
ミ
が
予
言
を
す
る
話
が
あ
る
が
、
こ
の

話
の
書
き
出
し
が
、「
呉
北
寺
」
と
あ
る
。
呉
の
地
域
に
は
、
孫
権
の
母

が
住
宅
を
喜
捨
し
て
建
立
さ
れ
た
通
玄
寺
（
唐
代
に
報
恩
寺
と
改
名
）
が

あ
り
、
現
在
は
、
北
寺
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
当
時
か
ら
北
寺
と
呼
ば
れ

て
い
た
の
か
ど
う
か
の
確
証
が
な
い
。

同
じ
劉
義
慶
で
も
、『
宣
験
記
』
に
は
寺
の
名
前
が
二
つ
み
え
る
。
恵

祥
は
京
師
の
長
年
寺
で
僧
侶
に
な
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
寺
に
つ
い
て

は
、
他
に
記
録
を
み
つ
け
ら
れ
な
い
。
尼
僧
の
安
荀
は

（
30
）

、
太
玄
台
寺
の

釈
法
済
の
薦
め
に
よ
り
観
世
音
菩
薩
信
仰
で
病
が
治
っ
た
の
ち
、
同
寺

に
入
門
し
て
い
る
。
太
玄
台
寺
は
、『
宣
験
記
』
も
ひ
く
『
比
丘
尼
伝
』

に
お
い
て
、
安
荀
も
含
め
た
尼
僧
達
が
所
属
し
た
寺
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
寺
に
よ
っ
て
の
情
報
の
蓄
積
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

『
異
苑
』
に
な
る
と
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
寺
の
名
前
が
み
ら
れ
る
。

『
異
苑
』
巻
五
に
あ
る
竺
慧
熾
は
、
死
後
あ
ら
わ
れ
て
、
生
前
の
肉
食
の

た
め
に
あ
の
世
で
地
獄
に
落
ち
て
い
る
と
伝
え
る
話
で
あ
る
。
僧
伝
に

と
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
な
い
た
め
、
僧
伝
に
名
前
は
な
い
が
、

所
属
す
る
寺
は
、
江
陵
四
層
寺
と
な
っ
て
い
る
。
四
層
寺
に
つ
い
て
は
、

『
名
僧
伝
』
の
曇
斌
伝
に
も
四
層
寺
の
名
前
が
で
て
く
る

（
31
）

。
ま
た
、
唐
代

に
な
っ
て
も
、『
続
高
僧
伝
』
の
法
顕
（
晋
代
の
取
経
僧
と
は
別
人
）
も

四
層
寺
に
所
属
し
て
い
た
と
あ
る
。

ま
た
、
僧
侶
は
登
場
し
な
い
が
『
異
苑
』
巻
五
に
は
丹
陽
多
宝
寺
に

お
い
て
、
召
使
い
が
、
金
剛
力
士
像
の
目
を
い
た
ず
ら
で
え
ぐ
っ
た
と

こ
ろ
、
応
報
を
受
け
た
と
い
う
話
も
あ
る

（
32
）

。

こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
寺
に
記
録
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
取
材
さ
れ
た
可

能
性
を
示
し
て
い
る
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
書
よ
り
あ
と
で
あ
る
が
、『
冥
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祥
記
』
第
一
一
六
条
は
、
多
宝
寺
の
僧
侶
道
志
が
、
寺
の
財
産
を
掠
め

た
後
、
死
後
、
冥
界
で
責
め
苦
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
声
で
伝
え
る
と

い
う
話
で
あ
り
、
末
尾
に
「
此
事
泰
始
末
年
、
其
寺
好
事
者
、
已
具
條
記

（
こ
の
事
件
は
泰
始
年
間
〔
四
六
五
―
四
七
一
〕
の
末
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
寺
の
物
好
き
が
、
す
で
に
詳
し
く
し
る
し
た
の
で
あ
る
）」
と

あ
り
、
寺
に
お
い
て
、
記
録
の
文
書
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
記
憶
媒
体
に
頼
ら
な
く
て
も
、
他
の
方
面
に

お
い
て
名
を
あ
げ
れ
ば
、
そ
の
僧
侶
は
名
前
が
残
る
こ
と
が
あ
る
。『
異

苑
』
巻
六
の
支
法
存
は
、『
高
僧
伝
』
な
ど
に
は
名
前
の
な
い
僧
侶
で
あ

り
、
吝
嗇
の
た
め
に
命
を
落
と
し
て
い
る
。

僧
侶
に
支
法
存
と
い
う
も
の
が
い
て
、
も
と
も
と
は
胡
人
の
血
を

ひ
い
て
お
り
、
広
州
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
医
術
を
よ
く
し
、
巨
万

の
富
を
築
い
た
。
八
尺
の
じ
ゅ
う
た
ん
が
あ
り
、
キ
ラ
キ
ラ
と
ま

ぶ
し
く
光
り
、
百
種
の
形
象
を
な
し
た
。
ま
た
沈
香
で
で
き
た
八

尺
の
木
製
の
腰
掛
け
が
あ
り
、
い
つ
も
い
い
香
り
が
し
て
い
た
。

太
原
の
王
淡
が
広
州
刺
史
と
な
っ
た
と
き
、
長
男
の
邵
之
が
、
何

度
も
こ
の
二
つ
の
も
の
が
欲
し
い
と
い
っ
た
が
、
法
存
は
与
え
な

か
っ
た
。
王
は
そ
の
た
め
に
、
法
存
が
金
持
ち
で
や
り
た
い
放
題

に
し
て
い
る
と
、
殺
し
て
そ
れ
に
か
こ
つ
け
て
家
財
を
奪
っ
て
し

ま
っ
た
。
法
存
は
死
ん
だ
の
ち
、
府
内
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
役
所

の
建
物
の
下
に
あ
る
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
の
は
、
冤
罪
を
訴
え
て
い

る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
何
日
か
し
て
、
王
は
病
気
と

な
っ
た
。
い
つ
も
法
存
が
見
守
っ
て
い
る
姿
が
見
え
、
す
ぐ
に
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
邵
之
も
揚
都
（
建
康
の
別
名
。
現
在
の
南

京
）
に
た
ど
り
つ
い
た
こ
ろ
、
ま
た
亡
く
な
っ
た
。

沙
門
有
支
法
存
者
、
本
自
胡
人
、
生
長
廣
州
。
妙
善
醫
術
、
遂
成
巨
富
。

有
八
尺
毾
㲪
、
光
彩
耀
目
、
作
百
種
形
象
。
又
有
沈
香
八
尺
板
牀
、
居
常

香
馥
。
太
原
王
淡（

33
）

爲
廣
州
刺
史
、
大
兒
邵
之
、
屢
求
二
物
、
法
存
不
與
、

王
因
状
法
存
豪
縦
、
乃
殺
而
藉
没
家
財
焉
。
法
存
死
後
、
形
見
於
府
内
、

輒
打
閣
下
鼓
、
似
若
稱
冤
。
如
此
經
日
、
王
尋
得
病
、
恒
見
法
存
守
之
、

少
時
遂
亡
。
邵
之
比
至
揚
都
、
亦
喪
。

支
法
存
は
、
医
術
を
よ
く
し
た
僧
侶
と
し
て
の
名
声
が
あ
り
、
医
者

の
間
で
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
隋
志
』
子
部
医
方
類
に

は
、
支
法
存
『
申
蘇
方
』
が
著
録
さ
れ
、
唐
・
孫
思
邈
『
備
急
千
金
要

方
』
な
ど
に
名
前
が
み
え
る

（
34
）

。

そ
し
て
、
そ
の
支
法
存
に
関
す
る
も
っ
と
も
古
い
記
録
が
こ
の
『
異

苑
』
で
あ
る
。『
異
苑
』
を
出
典
と
し
て
『
法
苑
珠
林
』
巻
三
十
六
、『
北

堂
書
鈔
』
巻
一
百
三
十
三
、
一
百
三
十
四
等
に
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、

『
異
苑
』
に
も
と
か
ら
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
話
で
あ
る
。
支
法
存

は
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
本
領
を
発
揮
し
た
医
術
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
吝
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嗇
の
た
め
に
殺
さ
れ
、
怨
恨
を
は
ら
す
人
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
た

め
、
そ
の
後
、
隋
・
顔
之
推
の
『
冤
魂
志
』
に
も
こ
の
話
は
採
録
さ
れ

た
。
医
術
だ
け
で
あ
れ
ば
、
神
異
の
僧
と
し
て
突
出
し
た
存
在
と
し
て

も
と
ら
え
ら
れ
よ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
、
怨
恨
の
人
で
も
あ
っ
た
が
た

め
に
僧
伝
に
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
他
、
僧
侶
の
話
の
中
で
は
、
冥
界
遊
行
の
僧
侶
な
ど
も
僧
伝
に

は
取
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
伝
で
は
ご
く
簡
単
に
ふ
れ
ら
れ
る
傾
向

が
強
く
、
僧
伝
に
よ
る
僧
侶
及
び
話
の
取
捨
選
択
に
は
、
一
定
の
基
準

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

五

結
語

五
、
一

『
高
僧
伝
』
の
神
異
と
志
怪
の
怪
異

『
高
僧
伝
』
に
は
、
神
異
と
い
う
分
類
の
巻
が
あ
り
、
仏
図
澄
な
ど
は
、

神
異
巻
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
神
異
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

医
術
で
あ
り
、
鬼
神
を
使
役
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
分
析
が
す

で
に
行
わ
れ
て
い
る

（
35
）

。
ま
た
、
神
異
の
中
に
み
え
る
の
は
術
で
あ
り
、

そ
れ
は
六
神
通
（
天
眼
、
天
耳
、
他
心
、
宿
命
、
神
足
、
漏
尽
）
の
基
準

に
合
致
し
た
も
の
を
収
録
し
て
い
る
の
だ
と
の
指
摘
も
あ
る

（
36
）

。
い
ず
れ

に
せ
よ
主
体
的
な
「
技
術
」
と
し
て
の
神
異
で
あ
る
。『
高
僧
伝
』
は
、

神
異
巻
以
外
で
あ
っ
て
も
超
常
的
な
記
述
を
探
し
出
す
こ
と
は
で
き
る

が
、
そ
れ
は
、
入
寂
時
の
不
思
議
な
現
象
で
あ
っ
た
り
、
観
世
音
信
仰

に
よ
る
応
験
で
あ
っ
た
り
す
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
に
つ
い
て
も
志
怪
に
も
と
ら
れ
る
こ
と
は
す
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、『
高
僧
伝
』
に
な
く
、
志
怪
に

よ
く
み
ら
れ
る
内
容
の
怪
異
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
志
怪
の
主
題
と
も

言
え
る
鬼
神
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
。
仏
教
信
仰
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
た
め
、
神
異
で
鬼
神
を
扱
う
術
を
み
せ
る
と
し
て
も
、
僧
侶
本
人

が
幽
鬼
に
な
る
と
い
う
の
は
、
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

五
、
二

書
籍
毎
の
傾
向
の
差
と
関
心
の
あ
り
か

最
後
に
、
志
怪
毎
の
僧
侶
故
事
を
採
録
す
る
際
の
関
心
の
あ
り
か
の

違
い
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

六
朝
志
怪
に
お
け
る
僧
侶
の
話
に
注
目
を
し
た
と
き
に
、『
霊
鬼
志
』、

『
幽
明
録
』
は
あ
ま
り
僧
侶
の
名
前
を
し
る
し
て
い
な
か
っ
た
。
曇
猷
の

話
が
本
来
『
霊
鬼
志
』
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

『
捜
神
後
記
』、『
異
苑
』、『
宣
験
記
』、『
冥
祥
記
』
は
名
前
の
あ
る
僧

侶
の
記
録
が
多
い
。
そ
し
て
、
一
部
は
『
高
僧
伝
』
に
取
材
さ
れ
る
よ

う
な
僧
伝
の
断
片
と
な
り
得
る
資
料
で
も
あ
っ
た

（
37
）

。
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名
前
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
、
と
く
に
志
怪
に
お
い
て
初
期

に
お
い
て
は
『
霊
鬼
志
』
や
『
幽
明
録
』
は
、
僧
侶
が
い
か
な
る
人
物
で

あ
る
の
か
に
対
す
る
興
味
が
薄
か
っ
た
た
め
に
、
名
前
が
し
る
さ
れ
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
き
に
の
べ
た
『
捜
神
記
』
に
仏
教
の
話

が
な
い
が
、
術
を
使
う
胡
人
の
話
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
は
つ
な
が
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

仏
教
が
仏
教
と
認
識
さ
れ
、
ま
た
、
取
材
者
が
取
材
す
る
僧
侶
が
有

力
者
と
関
わ
り
あ
い
の
あ
る
僧
侶
や
、
寺
に
所
属
す
る
僧
侶
と
な
る
こ

と
で
、
志
怪
に
お
け
る
僧
侶
故
事
が
記
録
さ
れ
、
僧
伝
の
材
料
の
一
と

な
っ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
僧
侶
故
事
の
記
録
基

準
は
、『
高
僧
伝
』
に
お
け
る
神
異
と
は
こ
と
な
り
、
技
術
的
な
も
の
に

限
ら
ず
、
鬼
神
に
関
わ
る
不
可
思
議
な
で
き
ご
と
な
ど
も
採
録
対
象
と

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
高
僧
で
は
な
い
僧

侶
に
つ
い
て
、
六
朝
志
怪
に
記
録
が
残
る
こ
と
と
な
っ
た
。

と
り
わ
け
、『
異
苑
』
に
つ
い
て
は
、『
高
僧
伝
』
と
重
複
す
る
よ
う

な
僧
侶
の
名
前
も
み
え
る
も
の
の
、『
高
僧
伝
』
と
の
内
容
の
重
複
は
み

ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
慧
皎
自
身
が
『
異
苑
』
と
い
う
書
を
入
手
し
て

い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
四
層
寺
の
地
獄
に
落
ち
た
僧

竺
慧
熾
は
、『
異
苑
』
の
あ
と
『
冥
祥
記
』
に
も
採
ら
れ
た
が
、
そ
の
よ

う
な
僧
侶
に
つ
い
て
も
記
録
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
な
る
と
、『
異
苑
』

に
あ
る
僧
侶
は
、『
高
僧
伝
』
に
お
け
る
高
僧
と
は
違
う
関
心
で
記
録
が

さ
れ
て
い
た
と
み
な
す
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

『
捜
神
後
記
』
や
『
異
苑
』
は
、
仏
教
の
話
を
採
録
し
て
い
る
と
し
て

も
、
著
者
は
仏
教
に
傾
倒
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
生
活
空

間
に
仏
教
者
や
寺
院
が
入
り
込
ん
で
き
た
た
め
に
、
記
録
の
一
と
し
て

取
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

注

(

1)

本
稿
で
の
引
用
部
分
も
含
め
た
『
高
僧
伝
』
序
に
お
け
る
言
及
資
料
の
個

別
解
説
が
、
牧
田
諦
亮
「
高
僧
伝
の
成
立
」『
牧
田
諦
亮
著
作
集
』
第
二
巻

（
臨
川
書
店
二
〇
一
四
、
初
出
一
九
七
三
及
び
一
九
七
五
）
に
あ
る
。

(

2)

佐
野
誠
子
「
雑
伝
書
と
し
て
の
志
怪
書
」『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
四
、
二

〇
〇
二
参
照
。

(

3)

『
高
僧
伝
』
は
、
そ
の
前
に
編
纂
さ
れ
た
梁
・
宝
唱
『
名
僧
伝
』（
現
在
は

目
録
と
一
部
文
章
が
残
る
。『
続
卍
蔵
経
』
第
一
三
四
冊
）
を
利
用
し
て
い

る
。
伝
に
よ
っ
て
は
、『
名
僧
伝
』
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
例
も

あ
る
。

(
4)

仏
教
志
怪
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
佐
野
誠
子
「『
宣
験
記
』
か
ら
『
冥
祥
記
』

へ
―
六
朝
仏
教
志
怪
の
展
開
」『
和
光
大
学
表
現
学
部
紀
要
』
一
一
、
二
〇

一
一
を
参
照
。

(

5)

『
観
世
音
応
験
記
』
の
他
の
志
怪
、
仏
教
志
怪
と
の
違
い
と
し
て
、
信
仰
者

内
に
お
け
る
語
り
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
南
一
郎

「
六
朝
隋
唐
小
説
史
の
展
開
と
仏
教
信
仰
」
福
永
光
司
編
『
中
国
中
世
の
宗

教
と
文
化
』（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
一
九
八
二
）
所
収
を
参
照
。
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(

6)
重
複
状
況
に
つ
い
て
は
注
（
1
）
前
掲
牧
田
書
の
表
を
参
照
。
劉
苑
如
「
王

琰
与
生
活
仏
教
―
従
『
冥
祥
』
談
仏
教
記
、
伝
中
的
宗
教
書
写
」『
朝
向
生

活
世
界
的
文
学
詮
釈
―
六
朝
宗
教
叙
述
的
身
体
実
践
与
空
間
書
写
』（
新
文

豊
出
版
公
司
二
〇
一
〇
、
初
出
二
〇
〇
七
）
も
、『
冥
祥
記
』
と
『
高
僧
伝
』

の
仏
教
人
物
重
出
表
を
掲
載
し
、
全
部
で
三
十
人
の
僧
侶
が
『
冥
祥
記
』
お

よ
び
『
高
僧
伝
』
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(

7)

『
冥
祥
記
』
に
目
立
つ
僧
侶
の
冥
界
遊
行
の
故
事
に
つ
い
て
、「
僧
侶
の
冥

界
遊
行
（
仮
題
）」『
桃
の
会
論
集
』
七
を
発
表
予
定
で
あ
る
。

(

8)

『
列
異
伝
』
第
三
一
条
（『
文
選
』
巻
三
十
一
江
淹
艶
体
詩
李
善
注
お
よ
び

『
太
平
御
覧
』
巻
八
百
八
十
四
所
引
）
に
は
「
北
海
營
陵
有
道
人
、
能
使
人

與
死
人
相
見
（
北
海
の
営
陵
に
道
人
が
お
り
、
生
者
と
死
者
と
を
会
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
）」
と
あ
り
、
道
術
が
使
え
る
人
物
を
「
道
人
」
と
呼
ん

で
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
「
道
人
」
の
語
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
僧

侶
に
つ
い
て
も
術
が
使
え
る
も
の
に
つ
い
て
「
道
人
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

(

9)

巻
数
は
、
明
末
再
編
の
二
十
巻
本
の
巻
数
を
あ
げ
る
。
本
文
に
つ
い
て
は
、

新
た
に
校
訂
を
し
な
お
し
た
李
剣
国
輯
校
『
新
輯
捜
神
記
・
新
輯
捜
神
後

記
』（
中
華
書
局
二
〇
〇
七
）
を
も
ち
い
る
。『
新
輯
捜
神
記
』
は
条
の
配

列
も
新
た
に
や
り
な
お
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
従
わ
な
い
。
こ
の
条
は

『
新
輯
捜
神
記
』
で
は
巻
二
に
入
る
。
李
剣
国
の
校
訂
は
、
再
度
各
類
書
に

引
用
さ
れ
た
文
を
な
る
べ
く
取
り
上
げ
る
方
向
と
な
っ
て
お
り
、
明
末
本

と
テ
キ
ス
ト
が
か
な
り
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。

(

10)

霍
山
は
南
嶽
衡
山
の
別
名
で
あ
る
が
、
安
徽
省
に
位
置
す
る
。
建
安
郡
と

な
っ
て
い
る
の
は
不
審
。

(

11)

三
田
明
弘
「
中
国
仏
教
説
話
の
黎
明
期
―
『
荀
氏
霊
鬼
志
』
と
『
捜
神
後

記
』
―
」『
千
葉
工
業
大
学
研
究
報
告
人
文
編
』
三
六
、
一
九
九
九
参
照
。

(

12)

注
（
5
）
前
掲
小
南
論
文
、
四
六
五
―
四
六
六
頁
。
ま
た
、
魏
斌
「
宮
亭

廟
伝
説
―
中
古
早
期
廬
山
的
信
仰
空
間
」『
歴
史
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
二

期
、
佐
野
誠
子
「
宮
亭
廟
と
仏
教
」『
桃
の
会
論
集
』
六
、
二
〇
一
三
は
、

安
世
高
の
済
度
の
話
に
つ
い
て
、『
幽
明
録
』『
宣
験
記
』
以
外
の
資
料
に

つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

(

13)

王
旭
東
「
六
朝
小
説
と
仏
典
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
―
「
愚
公
移
山
」「
荀

勖
・
鍾
會
」「
桓
温
・
女
尼
」
な
ど
の
話
を
例
と
し
て
―
」『
東
京
大
学
中

国
語
中
国
文
学
研
究
室
紀
要
』
一
六
、
二
〇
一
三
参
照
。

(

14)

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
注
（
13
）
前
掲
王
旭
東
論

文
参
照
。

(

15)

『
捜
神
後
記
』
に
つ
い
て
も
、
注
（
9
）
前
掲
の
『
捜
神
記
』
と
同
様
に
、

巻
数
表
示
は
明
末
本
、
テ
キ
ス
ト
は
李
剣
国
『
新
輯
捜
神
後
記
』（
中
華
書

局
二
〇
〇
七
）
に
従
う
。

(

16)

紀
贇
『
慧
皎
『
高
僧
伝
』
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
二
〇
〇
九
）
第
五
章

「『
梁
伝
』
与
史
地
類
著
述
之
比
較
研
究
」
二
五
九
頁
で
は
、『
晋
書
』
の
僧

侶
の
伝
の
文
章
を
『
高
僧
伝
』
及
び
『
十
六
国
春
秋
』
と
比
較
し
、『
晋
書
』

は
『
十
六
国
春
秋
』
の
方
を
参
照
し
て
い
る
と
結
論
し
て
い
る
。

(

17)

佐
野
誠
子
「
中
国
の
仏
教
者
と
予
言
・
讖
詩
―
仏
教
流
入
期
か
ら
南
北
朝

時
代
ま
で
」
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
―
怪
異
を
媒
介
す
る

も
の
』（
勉
誠
出
版
二
〇
一
五
）
参
照
。

(

18)

詳
し
く
は
注
（
17
）
前
掲
佐
野
論
文
参
照
。

(

19)

『
隋
志
』
史
部
雑
伝
類
は
、
原
則
伝
記
集
（
あ
る
特
定
の
主
題
に
し
た
が
っ

た
人
物
伝
記
を
集
め
た
書
）
の
み
を
著
録
す
る
が
、
六
朝
に
は
、
一
人
を
取

り
上
げ
た
伝
記
（
別
伝
）
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
清
・
章

宗
源
『
隋
書
経
籍
志
考
証
』
参
照
。
ま
た
僧
侶
に
つ
い
て
も
別
伝
・
碑
文

が
多
く
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
）
前
掲
牧
田
書
二
八
一
頁
及

び
注
（
16
）
前
掲
紀
贇
著
第
四
章
「『
梁
伝
』
与
早
期
伝
記
類
史
料
之
史
源

学
研
究
」
参
照
。

(
20)
言
語
第
二
第
四
五
条
に
引
用
さ
れ
る
。
書
名
は
『
澄
別
伝
』
と
な
っ
て
い

る
。『
藝
文
類
聚
』
や
『
太
平
御
覧
』
に
引
用
さ
れ
る
『
仏
図
澄
別
伝
』
は

こ
の
注
と
重
複
し
な
い
。
類
書
引
用
の
『
仏
図
澄
別
伝
』
の
ほ
と
ん
ど
は
、

現
『
高
僧
伝
』
仏
図
澄
伝
に
も
み
え
る
も
の
だ
が
、『
太
平
御
覧
』
巻
九
百

三
十
に
引
用
さ
れ
る
石
勒
の
と
き
に
行
っ
た
雨
乞
い
の
話
一
条
の
み
が
他

に
み
え
な
い
。
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(

21)
『
澄
別
傳
』
曰
「
道
人
佛
圖
澄
、
不
知
何
許
人
。
出
於
燉
煌
、
好
佛
道
、
出

家
爲
沙
門
。
永
嘉
中
至
洛
陽
、
値
京
師
有
難
、
潜
遯
草
澤
。
聞
石
勒
雄
異
、

好
殺
害
。
因
勒
大
將
軍
郭
黒
略
見
勒
。
以
麻
油
塗
掌
占
見
吉
凶
數
百
里
外
。

聽
浮
圖
鈴
聲
、
逆
知
禍
福
。
勒
甚
敬
信
之
。
虎
即
位
、
亦
師
澄
。
號
大
和

尚
。
自
知
終
日
、
開
棺
無
屍
。
唯
袈
裟
法
服
存
焉
」。（『
仏
図
澄
別
伝
』
に

い
う
「
道
人
の
仏
図
澄
は
、
ど
こ
の
人
な
の
か
を
知
ら
な
い
。
敦
煌
出
身

で
、
仏
道
を
好
ん
で
、
出
家
し
て
沙
門
と
な
っ
た
。
永
嘉
年
間
に
洛
陽
に

や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
都
の
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
、
草
む
ら
に

逃
げ
隠
れ
た
。
石
勒
が
力
を
も
っ
て
お
り
、
殺
害
を
好
で
い
る
と
聞
い
て
、

仏
図
澄
は
、
石
勒
の
大
将
軍
で
あ
る
郭
黒
略
に
よ
っ
て
、
石
勒
に
ま
み
え

た
。
ご
ま
油
を
掌
に
塗
っ
て
、
数
百
里
先
の
吉
凶
を
占
い
、
仏
塔
に
か
け

ら
れ
た
鈴
の
音
を
聞
き
、
禍
福
を
探
知
で
き
た
。
石
勒
は
仏
図
澄
を
非
常

に
敬
っ
た
。
石
虎
が
即
位
し
て
、
ま
た
仏
図
澄
を
師
と
し
た
。
大
和
尚
と

号
し
て
い
た
。
自
ら
臨
終
の
日
を
察
知
し
、
棺
桶
を
開
く
と
死
体
が
な
く

な
っ
て
お
り
、
袈
裟
と
法
服
だ
け
が
中
に
あ
っ
た
の
だ
っ
た
）。

(

22)

注
（
17
）
前
掲
佐
野
論
文
参
照
。

(

23)

同
じ
く
『
高
僧
伝
』
に
伝
の
あ
る
宝
誌
に
つ
い
て
も
は
じ
め
に
書
か
れ
た

伝
記
よ
り
も
、
後
世
の
伝
記
に
な
る
ほ
ど
、
予
言
者
と
し
て
神
異
の
色
彩

が
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
牧
田
諦
亮
「
宝
誌
和
尚
伝
攷
」

（『
中
国
仏
教
史
研
究
』
第
二
冊
大
東
出
版
社
、
一
九
八
四
）
参
照
。

(

24)

沈
与
文
の
野
竹
斎
鈔
本
及
び
陳
鱣
が
宋
刻
本
を
用
い
て
許
刻
本
に
書
き
入

れ
を
し
た
も
の
。
張
国
風
『
太
平
広
記
会
校
』（
北
京
燕
山
出
版
社
二
〇
一

一
）
の
校
記
に
よ
る
。

(

25)

注
（
15
）
前
掲
李
剣
国
『
新
輯
捜
神
後
記
』
巻
一
で
は
「
麻
衣
道
人
」
と

し
て
史
宗
の
話
を
お
さ
め
る
。
ま
た
、
尾
崎
勤
「
陶
淵
明
「
乞
食
」
詩
の

「
冥
報
」
な
る
語
」『
桃
の
会
論
集
』
六
、
二
〇
一
三
に
お
い
て
も
、
陶
淵

明
の
伝
記
事
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
陶
淵
明
が
実
際
に
史
宗
と
い
う
僧

侶
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
証
す
る
。

(

26)

佐
藤
礼
子
「
天
台
山
を
開
い
た
僧
侶
の
伝
説
」『
桃
の
会
論
集
』
六
、
二
〇

一
三
参
照
。

(

27)

『
高
僧
伝
』
巻
十
一
「
別
説
云
、
攘
星
是
帛
僧
光
。
未
詳
（
一
説
に
、
星

を
払
っ
た
の
は
、
帛
僧
光
だ
と
い
う
が
、
詳
細
不
明
で
あ
る
）」。

(

28)

多
田
伊
織
「
民
間
信
仰
と
仏
教
」（『
日
本
霊
異
記
と
仏
教
東
漸
』
法
蔵
館

二
〇
〇
一
）
参
照
。

(

29)

注
（
16
）
前
掲
紀
贇
著
第
六
章
「
梁
伝
中
的
神
異
与
求
法
研
究
」
に
お
い

て
は
、
仏
図
澄
、
竺
曇
蓋
、
曇
無
讖
、
慧
遠
、
曇
超
の
伝
に
雨
乞
い
が
記

録
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
後
代
に
も
僧
侶
の
雨
乞
い
が
あ
っ
た
こ
と
を

言
う
。
そ
の
他
、
水
口
幹
記
『
成
尋
海
を
渡
る
』（
勉
誠
出
版
二
〇
一
三
）

で
も
、
日
本
僧
成
尋
が
宋
王
朝
で
雨
乞
い
の
術
を
披
露
す
る
前
の
、
中
国

の
歴
代
の
雨
乞
い
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
り
、
龍
は
仏
教
に
か
か
わ
ら
ず

雨
乞
い
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(

30)

『
比
丘
尼
伝
』
本
文
は
「
玄
藻
、
本
姓
路
、
呉
郡
人
。
安
苟
女
也
」
と
あ

り
、「『
宣
驗
記
』
云
即
是
安
苟
」
と
の
割
り
注
が
あ
る
。
魯
迅
『
古
小
説

鉤
沈
』
は
、
こ
の
注
記
を
も
と
に
安
荀
（『
比
丘
尼
伝
』
の
テ
キ
ス
ト
に
よ

り
、「
苟
」
に
作
る
も
の
と
「
荀
」
に
作
る
も
の
と
あ
る
）
を
尼
僧
の
名
と

し
て
採
録
す
る
。

(

31)

曇
斌
は
『
高
僧
伝
』
巻
七
に
も
伝
が
あ
る
が
、『
高
僧
伝
』
に
は
四
層
寺
の

名
は
み
え
な
い
。

(

32)

そ
の
他
『
異
苑
』
巻
五
に
は
、
霊
味
寺
の
由
来
に
つ
い
て
の
条
も
あ
る
が
、

他
書
に
『
異
苑
』
か
ら
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
な
い
（『
法
苑
珠
林
』
巻
三

十
九
に
同
じ
記
述
が
み
え
る
が
、
特
に
出
典
は
し
る
さ
れ
な
い
）
た
め
、
本

文
で
は
と
く
に
あ
げ
な
い
。

(

33)

こ
の
「
淡
」
字
に
つ
い
て
は
中
華
書
局
本
『
異
苑
』
は
「
琰
」
と
し
、「
一

作
談
」
と
の
底
本
に
あ
っ
た
注
を
載
せ
る
。
王
琰
は
『
冥
祥
記
』
の
著
者

で
あ
り
、
太
原
出
身
か
つ
広
州
に
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
劉
敬
叔
よ
り
も

あ
と
の
人
物
で
あ
り
、『
異
苑
』
に
話
が
入
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
（
ち

な
み
に
い
く
つ
か
の
類
書
が
こ
の
話
を
『
異
苑
』
か
ら
と
し
て
引
用
し
て

い
る
）。
隋
・
顔
之
推
『
冤
魂
志
』
に
も
こ
の
話
が
載
せ
ら
れ
、「
淡
」
字

に
つ
い
て
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
「
淡
」「
談
」「
邵
」
に
作
る
も
の
と
あ
る
。

王
国
良
『
顔
之
推
冤
魂
志
研
究
』（
文
史
哲
出
版
社
一
九
九
五
）
が
指
摘
す
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る
よ
う
に
、
晋
の
王
淡
が
事
跡
の
記
録
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
王
淡
に

文
字
を
改
め
る
。

(

34)

た
と
え
ば
『
太
平
御
覧
』
巻
七
百
二
十
四
「『
千
金
序
』
曰
、
沙
門
支
法
存
、

嶺
表
人
。
性
敦
方
藥
。
自
永
嘉
南
度
、
士
大
夫
不
襲
水
土
多
患
脚
弱
。
惟

法
存
能
拯
濟
之
（『
千
金
序
』
に
い
う
、
沙
門
支
法
存
は
嶺
表
の
人
で
あ
る
。

医
学
と
薬
学
に
詳
し
か
っ
た
。
永
嘉
年
間
に
晋
王
朝
が
南
に
う
つ
っ
て
以

来
、
士
大
夫
達
は
、
南
方
の
風
土
に
適
応
で
き
ず
多
く
の
人
が
脚
気
を
患
っ

た
。
支
法
存
だ
け
が
、
そ
の
病
を
治
す
こ
と
が
で
き
た
）」。
な
お
こ
の
文

は
現
行
の
『
備
急
千
金
要
方
』
孫
思
邈
序
に
は
み
ら
れ
な
い
。

(

35)

村
上
嘉
実
「
高
僧
伝
の
神
異
」『
六
朝
思
想
史
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
一
九

七
四
、
初
出
一
九
六
一
）
参
照

(

36)

桑
大
鵬
「
論
『
高
僧
伝
』
的
神
異
叙
事
」『
湖
南
師
範
大
学
学
報
』
二
〇
〇

七
―
一
及
び
桑
大
鵬
、
許
展
飛
「
論
『
高
僧
伝
』
中
僧
人
神
異
事
跡
的
文

化
価
値
」『
河
南
師
範
大
学
学
報
』
三
八
―
六
、
二
〇
一
一
。

(

37)

注
（
11
）
前
掲
三
田
論
文
に
お
い
て
も
『
霊
鬼
志
』
と
『
捜
神
後
記
』
を

比
較
し
て
、
後
者
の
方
が
僧
伝
の
断
片
の
よ
う
な
話
が
多
い
と
の
指
摘
を

す
る
。

〔
附
記
〕
本
論
文
は
、
二
〇
一
五
年
八
月
一
日
中
部
地
区
中
文
交
流
会
に

お
い
て
発
表
し
た
も
の
を
も
と
に
し
て
い
る
。
当
日
意
見
を
く
だ
さ
っ

た
先
生
方
に
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
い
。
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